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十
一
月
号
で
は
あ
る
が
、
九
月
に
北
海
道
の
知
床
に
行
く
機

会
に
め
ぐ
ま
れ
た
の
で
、
そ
の
時
の
写
真
を
紹
介
し
た
い
と
思

う
。
少
々
季
節
に
逆
行
し
て
し
ま
う
が
、ご
容
赦
願
い
た
い
。

現
在
日
本
に
あ
る
二
十
六
件
の
世
界
遺
産
の
う
ち
、
五
つ
し

か
な
い
自
然
遺
産
の
一
つ
が
知
床
半
島
で
あ
る
。
ま
た
半
島
を

連
な
る
よ
う
に
知
床
連
山
が
山
脈
を
形
成
し
て
お
り
最
高
峰
の

羅
臼
岳
は
標
高
一
六
六
一
メ
ー
ト
ル
を
有
し
て
い
る
。
半
島
と

い
う
こ
と
も
あ
り
海
か
ら
一
気
に
立
ち
上
が
る
山
の
佇
ま
い
は

数
字
以
上
の
高
度
感
を
与
え
る
。海
か
ら
山
ま
で
の
大
自
然
が
、

世
界
有
数
の
レ
ベ
ル
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
こ
は
動
物
の
宝
庫
で
も
あ
り
、
今
回
の
旅
で
は
キ
ツ

ネ
、エ
ゾ
リ
ス
、エ
ゾ
ジ
カ
、シ
マ
フ
ク
ロ
ウ
、海
の
生
物
に
至
っ

て
は
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
ま
で
見
る
こ
と
が
で
き
、何
か
運
を
使
い

果
た
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
動
物
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と
、
動
物

写
真
に
も
興
味
が
湧
き
、
老
後
に
向
か
っ
て
楽
し
み
が
増
し
て

い
く
よ
う
で
結
構
心
の
支
え
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
表
紙
の
写
真
は
知
床
五
湖
で
、
知
床
連
山
の
眺
め
が
抜

群
に
い
い
所
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
遊
歩
道
に
入
山
す
る
た
め
に

は
入
山
料
と
と
も
に
、
ヒ
グ
マ
に
関
し
て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
グ
マ
と
鉢
合
わ
せ
す
る
リ
ス
ク
を

減
ら
す
方
法
や
、
出
会
っ
て
し
ま
っ
た
時
の
対
処
法
な
ど
の
講

義
を
受
け
る
。
近
年
特
に
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
熊
被
害
を
避

け
る
う
え
で
、
そ
う
し
た
知
識
を
得
て
い
る
か
ど
う
か
は
大
き

な
差
を
生
み
出
す
の
だ
ろ
う
。
た
だ
餌
付
け
さ
れ
た
熊
だ
け
は

人
に
寄
っ
て
き
て
し
て
し
ま
う
の
で
、
結
果
と
し
て
お
互
い
不

幸
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
熊
だ
け
で
な
く
、可
愛
い
か
ら
と
い
っ

て
野
生
動
物
に
餌
を
与
え
る
こ
と
は
慎
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

熊
の
知
識
を
得
た
上
で
、
教
わ
っ
た
ば
か
り
の
方
法
で
手
の

ひ
ら
を
パ
ン
パ
ン
打
ち
な
が
ら
順
調
に
歩
を
進
め
て
い
く
と
懐

か
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。
こ
こ
は
三
十
数
年
前
の
学
生
時

代
に
バ
イ
ク
で
訪
れ
た
場
所
な
の
で
あ
る
。あ
の
時
は
フ
ェ
リ
ー

で
北
海
道
に
上
陸
し
、
何
日
も
か
け
て
こ
の
知
床
に
た
ど
り
着

き
、
挙
句
の
果
て
土
砂
降
り
で
何
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
羅
臼

岳
の「
ら
」の
字
も
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
遠
方
の
知
床

に
は
も
う
行
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
今
回

ご
縁
に
よ
り
訪
ね
る
こ
と
が
叶
い
、
三
十
数
年
前
に
見
ら
れ
な

か
っ
た
も
の
が
す
べ
て
見
ら
れ
た
。
今
よ
う
や
く
知
床
の
旅
が

完
結
し
た
想
い
で
あ
る
。

旅
は
つ
い
新
し
い
所
に
行
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
た
ま
に

は
懐
か
し
い
場
所
を
訪
ね
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
の
も
い

い
も
の
で
あ
る
。

郷
愁
の
知
床

（上）羅臼港より羅臼岳
（左上）郷愁の知床　（左下）羅臼岳と空中回廊
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2　「月刊フェスク」’25.11

１．はじめに
2017年６月14日水曜日の深夜、ロンドン市

郊外ノース・ケンジントン地区にある24階建
て高層住宅・グレンフェルタワー（全127戸、
居住者約600名）において４階の住戸から出火
した火が瞬く間にビル全体に広がり72名の尊
い命が失われるという悲惨な大火災事故が発
生した（写真１）。

近年可燃性外装材はその高いデザイン性や
容易な加工性、軽量性という特徴から多くの
建築物で採用されているが、残念ながらグレン
フェルタワー火災の後も世界の各地で可燃性
外装材が燃え上がる火災事故は絶えない。可
燃性外装材の火災に対する安全性はその材料
構成や施工方法の違いにより大きく変わって
くる。

本稿では可燃性外装材の基本的な情報とグ
レンフェルタワー調査委員会が2024年９月に
公表した最終報告書を簡単に紹介するととも
に、報告書の中でも火災が急拡大した要因と
して指摘している可燃性外装材に着目し、火
災事故後の高層ビル外装材を取り巻く法規
制や可燃性外装材の火災安全性（火災反応：
Reaction to fire）を評価する方法など最新の
国内外動向についても情報提供する。

この火災から得られた教訓を十分に生かし
て二度とこのような大惨事を発生させないた
めの取り組みに繋げていきたい。

なお、グレンフェルタワー火災については月
刊フェスクでも 2017年８月号、 2018年５

専
門
は
建
築
防
火
工
学
／
材
料
・
部
材
の
燃
焼
性

状
、火
災
時
の
ガ
ス
毒
性
等
。グ
レ
ン
フ
ェ
ル
タ
ワ
ー

火
災
で
示
さ
れ
た
従
来
の
知
見
の
限
界
を
踏
ま
え
、

国
内
外
の
防
火
研
究
者
と
連
携
し
て
、建
築
の
火
災

安
全
性
を
更
に
高
め
る
べ
く
、研
究
を
行
っ
て
い
る
。

東
京
大
学
大
学
院
工
学
系
研
究
科

准
教
授

吉
岡
英
樹

１
９
８
８
年
三
菱
化
成
工
業
株
式
会
社（
現
三
菱

ケ
ミ
カ
ル
）入
社
。主
に
ア
ル
ミ
樹
脂
複
合
板
の

難
燃
グ
レ
ー
ド
開
発
に
従
事
し
、世
界
各
地
の
建

築
外
装
規
制
に
対
応
す
る
た
め
の
材
料・生
産
技

術
開
発
並
び
に
防
火
認
定
取
得
作
業
に
関
わ
る
。

三
菱
ケ
ミ
カ
ル
イ
ン
フ
ラ
テ
ッ
ク
株
式
会
社 

ア
ル
ポ
リ
ッ
ク
ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニッ
ト 

事
業
企

画
部 

部
長

長
谷
善
博

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/116/pdf#page=24
https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/125/pdf#page=6
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月号、 2020年４月号、 ５月号（フェーズ１
報告書）などで採り上げ寄稿されているのでご
参照いただけたら幸いである。

２．可燃性外装材ACMとその難燃化
グレンフェルタワー火災において急激な上

階への火災拡大の最大の原因と指摘されてい
るのが可燃性外装材であり、まずは一般的な
例から挙げる。

可燃性外装材の例としては、可燃性の樹
脂芯材を２枚の薄い金属シートで挟み込んだ
サンドイッチ状のパネルがあり、断熱機能を
重視してポリイソシアヌレート（以下「PIR」）
フォーム等の高発泡樹脂芯材と塗装鋼板等を 
組み合わせた「断熱パネル」や、高い意匠性、
軽量性、加工性を重視してポリエチレン等の樹
脂芯材と塗装アルミニウムシートを組み合わせ

た「アルミ樹脂複合板（Aluminum Composite 
Material、以下「ACM」）」等があり、ビル外装
材としては後者ACMが大多数である。高い
火災安全性が求められる用途・規模・地域の
場合はポリエチレンに水酸化アルミニウム等
の無機物を高配合した難燃化ポリエチレンを
用いた「ACM/fr」や「ACM A2」が一般的で、
ACM/frの構成を図１に、実際の施工例を写
真２に示す。

可燃物を含む芯材は材料設計、難燃化度に
よりいくつかのグレードがあり、一般的な難
燃化手法は可燃物である樹脂成分配合量を下
げて、燃焼時に脱水吸熱反応を示す水酸化物

（通常は水酸化アルミニウム）をメインに、そ
の他の無機物も合わせて高配合し燃焼時に発
生する発熱量（潜在発熱量）を極力抑える方
法がとられる。欧州規格EN 13501-1で難燃性

写真１　グレンフェルタワー火災（2017年６月14日４時43分撮影）
出典：Natalie Oxford https://x.com/Vampicca/status/874835244989513729/photo/1, CC BY 4.0

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/125/pdf#page=6
https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/148/pdf#page=18
https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/api/magazines/149/pdf#page=18
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ACMの塗装アルミシートは金属意匠感を持
たせるためにステンレスやチタン、銅、亜鉛な
どの金属シートに代わることもある。更に断
熱性を付与する場合はACMパネルの内側に断
熱材層を配し通気層を有する壁構造（図２）を
とることもある。通気層が有る場合、火災時
に火炎が通気層を介して上階延焼しやすいの
で通気層の幅や火災時に熱で膨張して通気層
内部の上昇気流を止めるファイアーストップ
を各階に設置するなどパネルシステム全体の
デザインが重要である。

ACMはその特徴を生かし、ビル外装材と
して2000年頃から急速に世界中で普及し、日
本国内では火災安全の観点から難燃化芯材
を用いたACM/frを使用するのが一般的だが、
諸外国ではコスト低減を重視するあまり、難
燃化処理していない安価なポリエチレン芯材
ACM PEも一時期盛んに使用されてしまった。

能が分類されるACMの欧州等級（European 
Classification：Euroclass）は難燃化のレベル
によって表１のようになる。欧州では等級A1
やA2は不燃材料に分類される。

図２　ACM/frパネル外装パネルシステム例

表１　芯材難燃化度と欧州建材等級

写真２　ACM/fr外装材施工例

図１　一般的なACM/frの構成

ACM PE ACM/fr ACM A2 ACM A1

樹脂成分配合量 （wt%）

100% < 30% < 10% < 5%

芯材潜在発熱量 ≥ 46MJ/kg ≤ 14 MJ/kg ≤ 2 MJ/kg ≤ 1 MJ/kg
EN 13501-1 発熱量規格 推定 <15 MJ/kg ≤ 3 MJ/kg ≤ 2 MJ/kg
欧州等級　Euroclass	

EN 13501-1 E B A2 A1
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今でも世界各地でポリエチレン芯材を使った
可燃性ACM PE火災が時々発生し、高層ビル
を火炎が勢いよく上階へ登り上がるニュース
映像がインターネットで流れている。

３．ロンドン・グレンフェルタワー火災の概要
グレンフェルタワーは1974年に竣工した古

い24階建コンクリート造のタワーマンションで
あったが、2015年から大規模な改修工事（工事
費：870万英ポンド、約17億円）が行われ、厚
さ100mmのPIRフォーム断熱材と厚さ４mm
の可燃性ACM PE（両面アルミ0.5mm、ポリ
エチレン芯材は３mm）を組み合わせた厚さ
50mmの通気層を有する外装パネルシステム
を採用し（図３、４）、美観と断熱機能を兼ね備
えたマンションに生まれ変わった。

2017年６月14日㈬午前０時14分に４階の室
内から出火し、可燃性ACMとPIRフォーム断
熱材を施工した外壁などを伝わり急速（約15
分）に最上階へ延焼した。火の広がりが早く、
消防からは救助を待たずに自力避難するよう
要請があった。消防車40台、消防士約200人
が出動したが、鎮火まで24時間以上を要し死
者72名、負傷者70名以上という痛ましい大惨
事となった。火災が急拡大した原因としては
可燃性外装材ACM PEが使われていたことに
加え、窓枠が壁体の外側の樹脂製断熱材の上
に設置されていたために容易に室内へ火炎が
侵入したことや、防火区画の脆弱性などが、
また多くの死傷者が発生した原因としては単
一避難経路、ロンドン消防の対応力不足など
が当初から指摘されていた１）２）。

４．火災後の英国政府の動き
火災後の英国政府の動きは早かった。火災

発生翌日の2017年６月15日にメイ首相が公
開調査を指示し（Grenfell Tower Inquiry）、
2017年７月には「建築基準と火災安全に関す
る独立見直し委員会」（Independent Review 
of Building Regulations and Fire Safety）も
設置された３）。また、可燃性外装材の安全性

を再評価する活動の一つとして政府主導で最
初の実大ファサード試験が火災発生からわず
か１カ月あまり後の2017年７月23日英国建築
研究所（通称：BRE）で英国規格BS 8414に
従って実施された。

調査委員会（Grenfell Tower Inquiry）か
らは2019年10月30日にフェーズ１報告書（火
災当夜の事実と救出対応を中心にまとめたも

諸
外
国
で
は
、難
燃
化
処
理
し
て
い
な
い
安
価
な
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
芯
材
Ａ
Ｃ
Ｍ 

Ｐ
Ｅ
も一時
期
盛
ん
に
使
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

図３　グレンフェルタワーの可燃性ACM PE
出典：Grenfell Tower Inquiry Phase1 Report Volume4

図４　グレンフェルタワー外装システム
出典：Grenfell Tower Inquiry Phase1 Report Volume1
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の）４）、2024年９月４日にフェーズ２報告書
（最終報告書）５）が公表され、火災の根本原
因、関係者の責任や制度の欠陥を明らかにし、
再発防止のための各種提言などがまとめられ
ている。

フェーズ２報告書の詳細な解説は省くが、
可燃性外装材の全面禁止、製品認証制度の厳
格化、建築規制の明確化、建築確認プロセス
の独立性確保、建材業界に対する監督強化、
住民の声を制度に反映する仕組みなど多くの
推奨事項が盛り込まれ、この災害は個人・組
織・行政の失敗の複合的な結果であり、火災
は予見可能かつ回避できた悲劇である、と結
論づけている。

一方、独立見直し委員会は2018年５月に最
終報告書（通称：Hackitt Review）６）を発表し、
新たな規制機関の創設や高リスク住居用ビル
への新制度導入、設計から運用・回収まで一
貫した情報と責任の追跡などの構造改革提案
がなされた。

英国（主にイングランド）建築法規の改正も
進んでいる。建築物の火災安全に関する技術
ガイダンス文書Approved Document B 2010
年版がグレンフェルタワー火災以降、複数回
の改 正を経て2025年 ３ 月に全 面 改 訂され、
2029年９月から発効する内容も盛り込まれた
７）。これまで防火材料や耐火構造は英国標
準BSにも従っていたが、今後は順次欧州規格
ENのみへ統合されていく。

また可燃性ACM PEを外装材とする既存不

適格建築物の改修の推進も政府が資金援助し
ながら進められているが、危険性の高い可燃
性外装材は完全には排除されていない。

これらの動きは諸外国にも影響を与え、一
足早く可燃性外装材の厳しい規制を導入して
いた豪州などでの動きが加速したり、それまで
可燃性外装材に対する規制が無かった国でも
規制を導入したりといった動きが続いている。
日本国内でも国土交通省住宅局建築指導課
長から2019年６月28日付け国住指第18号とし
て建築物の外壁に設ける有機系断熱材・外装
材やバルコニー目隠し板等の取り扱いについ
て断熱材の厚さを100mm以下とすること、有
機系材料を芯材とするサンドイッチパネルな
どは難燃処理された有機系材料を使用したも
のとするなどの注意喚起が発信された。

５．英国BS 8414実大ファサード試験
前節で述べた火災後、英国政府が実施した

実大ファサード試験を少し詳しく解説する。
試験方法はBS 8414-1、8414-2で規定され、

英国での合否判定基準はBR135というガイ
ダンス文書の中で具体的な基準が定められて
いる。BS 8414は英国以外の複数国（豪州、
UAE、マレーシア、韓国など）でも採用されて
いるが、判定基準は各国毎に定められている。
原理としては実大の可燃性外装システム（ファ
サード）を設置し（高さ8.0m、主壁幅2.6m、袖
壁幅1.5m）、その１階室内（火災室）でクリブを
燃やした火源（4,500MJ）による火炎を開口部
より噴出させて可燃性外装材の燃えひろがり
を評価（30分間）するものである（写真３）。

一連の実大ファサード試験では実際にグレ
ンフェルタワーに施工された外装パネルシステ
ム（ポリエチレン芯材ACM＋PIRフォーム断熱
材）と、それとの比較として各種断熱材や難燃
化ACM（欧州等級B及びA2）を組み合わせた
外装パネルシステム合計７仕様について燃え
ひろがりと火災拡大の関係を評価した。芯材
を難燃化処理したACM/frとACM A2はいず
れも日本企業が提供したが、公式にはメーカー

写真３　BS 8414ファサード試験体の例（左：試験前、右：試
験後＝合格のケース）
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名は非公開となっている。英国政府が実施し
た７件の実験結果概要を表２に示す８）～14）。

グレンフェルタワーに使われた欧州等級E
相当のACM PEはロックウール断熱材と組み
合わせてもPIRフォーム断熱材の場合と大差
なく10分以内という短時間で最上部まで延焼

（試験中止）に至ったのに対し、欧州等級Bの
ACM/frはロックウール断熱材との組合せで
は合格となり違いが観察された。ACM/frで
もPIRフォーム断熱材、フェノールフォーム断
熱材と組み合わせた場合はACM PEより燃え
ひろがりは遅くなるものの30分未満で壁温度
が基準を超えたために不合格となった。ACM 
A2はPIRフォーム断熱材等と組み合わせても
合格となり、火災安全性が高いことが確認さ
れた。これら一連の結果も踏まえて英国建築
法規の改正も進められたと考えられる。

改正されたApproved Document Bでは高

さ11m以上の住居用建築物の外装材は欧州等
級A2以上（A1及びA2）に限定された（以前は
18m以上は欧州等級B）。

三菱ケミカルインフラテック株式会社では
ポリエチレン芯材ACM PEの火災時の危険性
をBS 8414試験で確認する比較デモ試験を2013
年２月にUAEの試験所で実施している。芯材
を難燃化したACM/frとの燃焼挙動に大きな
違いがあることは一目瞭然である（写真４）。

６．欧州全体の動き
実大ファサード試験に関し、現在欧州では

表３に示すように各国独自のファサード試験
が存在しているが、これを欧州規格ENとして
統一しようという活動がスウェーデン国立研
究所RISE（Research Institutes of Sweden）を
リーダーとしてフランス、ドイツ、英国、ハン
ガリーなどが参加するコンソーシアムで進め

写真４　BS 8414-１実大ファサードデモ試験におけるACM/
frとACM PEの燃焼挙動（2013年２月Exova, Dubai）

表３　欧州の主なファサード試験

英国 BS 8414-1､ BS 8414-2

ドイツ DIN 4102-20

フランス LEPIR 2

スウェーデン SP FIRE 105

ハンガリー MSZ 14800-6

チェコ ISO 13785-1

国際標準 ISO 13785-1､ 13785-2

表２　BS 8414実大ファサード火災試験結果まとめ

No. 外装材タイプ（Euroclass） 通気層 断熱材の種類 BR135判定 不合格判定
分：秒 備考

1 ACM PE
（C~E） 55mm PIRフォーム	

100mm × 不合格 08：45 ※グレンフェルタワー再現
火勢が急拡大、激しい火炎伝播

2 ACM PE
（C~E） 55mm ロックウール	

180mm × 不合格 07：09 表面材が主因で火勢強く上昇

3 ACM FR
（B） 55mm PIRフォーム	

100mm × 不合格 25：12 FRでも不十分、火炎持続

4 ACM FR
（B） 55mm ロックウール	

180mm 〇 合格 30：00 FR+RWでFR唯一の合格結果

5 ACM A2
（A2） 55mm PIRフォーム	

100mm 〇 合格 30：00 ACM A2が高い防火性能

6 ACM A2
（A2） 55mm ロックウール	

180mm 〇 合格 30：00 ACM A2+RWで最も優れた防火性能

7 ACM FR
（B） 55mm フェノールフォーム	

100mm × 不合格 28：14 FRでも不十分、火炎持続
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られている。欧州統一ファサード試験の基本
的な考え方は英国BS 8414とドイツDIN 4102-
20をベースに検討された。国際標準としては
ISO 13785-1ファサードの火災反応試験―第１

部：中間規模試験及びISO 13785-2ファサー
ドの火災反応試験―第２部：大規模試験が
あり、ISO 13785-1はチェコが採用中で、ISO 
13785-2は豪州がAS 5113の中でBS 8414と並
んで選択肢として採用しているが欧州で正式
採用している国は無い。

コンソーシアムではACM/fr（写真５、日本
企業の製品が採用）、アルミ単板、外断熱工法

（ETICS）、ファイバーセメントパネル、木質系
ファサードなどを各国試験所で比較評価する
ラウンドロビン試験を実施し、2024年12月に
最終報告書15）が欧州委員会に提出され受理さ
れている。最終報告書では中規模と大規模の
２つのディメンションの試験方法が提案され
た（図５）。

現在は欧州標準化委員会（CEN）で正式な
EN規格のドラフトを作成中で、今後数年のう
ちに欧州統一規格が整備される見込みである。

７．JISの動き
日本国内では、建築物の外壁が開口噴出火

炎にあぶられた際の建築ファサードの燃えひ
ろがりを測定する試験方法が、JIS A 1310と
して2015年に新規制定されて以降、2019年、
2025年に改正がなされ、現在は2025年版が最
新版である。具体には、1,350mm立方体の燃
焼チャンバー内にガスバーナーを設置して加熱
し、910mm角の開口部から火炎を噴出させて、
ファサード試験体（幅1.8m×高さ4.1m）を炙っ
た際の燃えひろがり性状を確認する。2019年
の改正では加熱強度の考え方を変更し、試験
体に袖壁をオプションとして設置してよいこ
ととされ、更に解説に評価基準案が示された。
2025年の改正では、試験終了後に落下物も観
察対象に含めることとなった（図６、写真６）。

2017年英国グレンフェルタワー火災の発生
を受けて、国土交通省平成29年度建築基準整
備促進事業において「外壁の燃え広がりの防
止に係る性能」がJIS A 1310を活用して検証
され、関連成果16）に基づいて、令和元年６月
に国土交通省住宅局建築指導課長から「建築

図６　JIS A1310ファサード試験装置および試験体図
（左：主壁のみ、右：袖壁付）

図５　欧州統一ファサード試験案の概略図
（左：中規模、右：大規模）
出典：コンソーシアム最終報告書

写真５　欧州統一ファサード試験ラウンドロビン試験での
ACM/fr設置風景（ハンガリー建設品質検査協会ÉMI、大規
模試験）
出典 ： コンソーシアム最終報告書
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物の外壁に設ける有機系断熱材・外装材の取
扱いについて」として通知が発出された。

なお特定非営利活動法人日本外断熱協会
を事務局として「JIS A 1310 建築ファサード
燃えひろがり抑制研究会」が設置されており、
研究および認証に係る活動が鋭意実施されて
いる状況にある17）。

８．ISOの動き
ISOでは特にISO/TC92/SC１/WG７（ 中･

大規模火災試験方法）において、ISO 13785-1
（以下「Part 1」）及び、13785-2（以下「Part 2」）
が存在している。中規模試験体に対応する
Part 1は主壁：幅1.2m×高さ2.4m、袖壁：幅
0.6m×高さ2.4mである一方、大規模試験体に
対応するPart 2は主壁：幅3.0m×高さ5.7m、
袖壁：幅1.2m×高さ5.7mという仕様になって
いる。これらの規格はISO化されているが実
際に認証目的で採用されている国は極めて少
なく、Part 1はチェコで、Part 2は豪州で採
用されているにとどまる。なお日本ではPart 

1、2ともに研究目的の使用実績はある。現在、
Part 1はフランスとオランダからの提案で、改
訂作業を行っており、特にバーナー加熱のディ
テールを改良する点と、試験実施中にオプショ
ンとして発熱速度の計測を含めることが検討
されており、当該改訂作業が完了したあかつ
きには、オランダで正式に採用される可能性
が高い状況にある。
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写真６　JIS A 1310ファサード試験の様子（袖壁付）
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近年、人手不足やインターネット通販の拡大
などの社会的背景により、倉庫の大規模化・多
機能化が進んでいる。

こうした中、平成29年２月に埼玉県三芳町
で発生した大規模倉庫火災においては、防火
シャッターが機能せず、倉庫内の広い範囲に延
焼拡大し、消防活動が長時間にわたった。この
火災を受け、消防庁は「大規模倉庫における消
防活動支援対策ガイドライン」を策定し、効率
的に消防活動を行うことのできる環境を確保す
るため、建物中央部へのスプリンクラー設備の
設置や２階以上の階への非常用進入口の設置等
の主にハード面の対策を講じた。また、国土交
通省は、建築基準法令上の防火シャッターに係
る告示の改正を行った。その後、令和２年４月
に宮城県岩沼市、令和３年11月に大阪市此花区
においても大規模倉庫火災が発生し、これらの

⑴対象
本ガイドラインの対象は、倉庫の用途に供す

る部分の床面積の合計が10,000㎡以上となるも
のとしている。ただし、これに満たない倉庫で
あっても、本ガイドラインに掲げる火災リスクが
考えられる場合には、本ガイドラインを参考に安
全性の向上を図ることを推奨している。
⑵近年の倉庫の特徴と想定される火災リスク

本ガイドラインでは、倉庫の防火管理者等が、
それぞれの倉庫の実態に応じた実効性のある防
火安全対策を講じることができるよう、近年増
加する倉庫の特徴と想定される火災リスクを 
表１～４のとおり示している。

火災の都度、必要な対策を講じてきた。
現在、物流効率化等を目的とした倉庫の大規

模化・多様化はさらに進み、従業者の託児所な
ど福利厚生施設を併設した倉庫、複数の事業者
がテナント利用するマルチテナント型の倉庫、保
管・荷下ろし作業等が自動化された倉庫など様々
な特徴を持つ倉庫が数多く見られるようになっ
てきた。

このような大規模倉庫は、多数の建物利用者
の避難、複数のテナントの連携した応急対応、
高密度に保管された物品に対する初期消火など、
防火管理面における課題を抱えていると考えら
れることから、消防庁では「予防行政のあり方
検討会」において、これらの課題の対策を検討し、
令和７年３月に「大規模倉庫における効果的な
防火管理に関するガイドライン」を策定した。

本稿では、このガイドラインを紹介する。

●はじめに

●ガイドラインの概要

大規模倉庫における効果的な防火管理に
関するガイドラインの策定 消防庁予防課

表１　建物利用者の増加・多様化

特徴

　福利厚生施設等の併設や、加工等の作
業を有するなど倉庫機能の複合化により、
建物利用者が増加している。また、正規職
員に加え、アルバイト、短期間労働者、外国
人労働者等、建物利用者の属性が多様化
している。

想定される
火災リスク

・�避難者の数が多くなることにより、避難に
時間がかかるおそれがある。
・�託児所などの避難行動に支援を必要と
する者がいる場合、避難に時間がかかる
おそれがある。
・�建物に不慣れな者や日本語の理解が十
分でない者がいる場合、避難に時間がか
かるおそれがある。
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⑶効果的な防火管理のポイント
火災発生時における対応の全体像把握のた

め、自衛消防活動の主な流れをフローチャート
（図１）で示している。特徴として、大規模倉庫
火災では、防火シャッターの機能不全が延焼拡
大に繋がることから、自衛消防活動上の班編成
において一般的な「初期消火班」「避難誘導班」
に加え、「区画形成班」を編成することを推奨し
ている。また、出火後の延焼リスクが高いことか
ら、消火器と屋内消火栓設備を同時並行で操作

することができるよう、初期消火班を消火器担
当と消火栓担当に分け、より迅速・確実に消火
に当たることのできる人員配置を推奨している。

本ガイドラインでは、防火安全対策として、火
災の発生防止に関するポイント（下記ア）と火災
発生時の対応に関するポイント（下記イ～オ）を
示している。

防火安全対策の個別の項目については、「事
前の対策」と「災害時の対策」に分けて示して
いる。また、各項目について、消防計画に盛り

表３　保管物品が多種多様

表２　管理権原者が複数存在 表４　庫内作業の自動化

特徴 　倉庫内の保管物品が多種多様となっている。

想定される
火災リスク

・�保管物品が適切に管理されていない場
合、火災発生・延焼拡大の危険性が生じ
る可能性がある。
・�消防隊へ危険物等の保管状況などの情
報提供がない場合、消防隊による消火活
動が困難になる。

特徴
　マルチテナント型の倉庫のほか、福利厚
生施設等が併設された倉庫など、同一建物
内に管理権原者が複数存在する。

想定される
火災リスク

・�建物内においてテナントごとに管理権原
が分かれている場合、迅速・的確な応急対
策を行うことが困難になる可能性がある。

特徴
　倉庫内での物品の仕分け・搬送等を行う
マテハン機器について、自動化やロボット技
術の導入が進んでいる。

想定される
火災リスク

・�マテハン機器の配置等によっては、防火
区画形成の障害となるおそれがある。
・�物品の高密度保管により、急速に延焼
拡大するほか、消火が困難となる可能性
がある。
・�避難動線の複雑化により、逃げ遅れの可
能性がある
・�人が立ち入らないエリアがある場合、発見
が遅れる可能性がある。
・�マテハン機器の増設・変更等により、設
計時とレイアウト等が異なる場合、消防用
設備等の機能に支障を生ずる可能性が
ある。

表５　チェックの例

ポイント 消防計画
チェック

事前の対策

ア�　防災センター等との連携体制を構築し、各部署や各テナントを統括して管理する体制を構
築しましょう。☞≪メモ≫⑦ ▪▪

イ�　防災センター等との連携した活動について、事前に計画を策定し、従業員に周知しておきま
しょう。 ▪▪✓
ウ�　大型のマテハン機器の設置などにより、人が立ち入らないエリアについては、巡回等による
早期発見対策を講じるとともに、防災センター等に情報共有する体制を構築しましょう。
　☞≪メモ≫⑧

▪▪

エ�　防災センター等の職員もテナント内において火災の発生を想定した訓練を実施し、情報収
集や伝達要領の確認を行いましょう。 □▪▪✓

災害時の対策

オ�　防災センター等の職員は、自動火災報知設備の感知器が作動した旨を、放送設備等によ
り、建物全体へ早期に伝達しましょう。 ▪▪✓
カ�　防災センター等の職員は、自動火災報知設備の感知器が作動した一報目で火点の早期確
認をしましょう。 □▪▪✓
キ�　火元の部署やテナントは、火点を早期に確認し、防災センター等に出火箇所、逃げ遅れなど
の情報を速やかに伝達しましょう。 □▪▪✓
ク�　防災センター等は、火災断定後、直ちに消防機関に通報するとともに、放送設備等により、
火災の発生を建物全体に伝達しましょう。☞≪メモ≫⑨ □▪▪✓
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込んでいるかどうかのチェック欄を設けている
（表５）。
ア　平時の火災予防

大規模倉庫では、ひとたび火災が発生すると
消火まで長時間を要し、被害が大きくなるおそ

れがあることから、まずは火災を発生させないた
めの対策が重要となる。本ガイドラインでは、大
規模倉庫における主な火災原因を踏まえた出火
防止対策を示している。なお、この出火防止対
策の内容については、倉庫業法に定める倉庫管

図１　フローチャート
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理主任者が通常行うべき業務を取りまとめた「倉
庫管理主任者マニュアル」（平成17年国土交通省
策定）とも整合を図っている。

大規模倉庫での出火原因の割合は、図２に示
すとおり、電気関係が約54％（調査時点）を占め
ており、特にマテハン機器※をはじめとした電気
機器を数多く取扱う倉庫において、出火リスク
がより高くなると考えられる。このため、電気
関係の出火防止についてポイントを示している

（例：メーカーが指定する充電器やバッテリーを
使用する、照明器具や配線に接近して荷物を積
み上げないようにする等）。

また、工事中の溶接・溶断など火花が発生す
る作業に伴う出火事例を踏まえ、工事関係の出
火防止のポイントとして、火花の飛散する範囲
内には保管物品を置かないようにすることや、移
動できない保管物品には不燃材料によるカバー
をすること等について示している。

さらに、可燃物及び危険物等の管理や、倉庫
内のレイアウト変更等への対応について示して
いる。
※物品の取扱いを人手に代わって行うなど、作業をサポートする
物流システム機器（「マテリアルハンドリング機器」の略称）

イ　火災の覚知と情報共有
前掲アは火災の発生防止に関するポイントを

示しているが、イ～オにおいては火災発生時の対
応に関するポイントを示している。

近年、マルチテナント型と呼ばれる倉庫のほ
か、福利厚生施設が併設された倉庫など、同一

建物内に管理権原者が複数存在する倉庫が増加
しており、管理権原者間の連携不足等により迅
速・的確な応急対策を行うことが困難になるお
それがある。

このため、事前の対策として、防災センター等
を中心に各部署や各テナントを統括して管理す
る体制を構築することや、防災センター等との
連携活動に関する事前計画の策定等について示
している。

また、災害時の対策として、防災センター等
からの指示や火災発生エリアからの情報が的確
に伝達されるよう、防災センター等と各テナント
等の対応の流れ、伝達する事項やタイミング等
について示している（連携体制のイメージは図３
のとおり）。

図３　連携体制のイメージ

図２　倉庫（延べ面積１万㎡以上）の主な出火原因割合（2012
年から2021年までの10年間）

令和５年度第４回火災予防の実効性向上作業チーム会議資料から抜粋

電気関係
54.3％
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ウ　初期消火・延焼拡大防止
近年、庫内作業の自動化のためにマテハン機

器やロボットの導入が進み、それに伴い保管品
による庫内の高密度化が進んできている。この
ため、火災発生直後の初動対応が遅れると急速
に延焼拡大し、消防隊による消火活動が困難に
なるリスクが高まるおそれがある。また、マテ
ハンの機器の配置等によっては、防火区画形成
の障害となるとともに、避難経路が複雑化して、
逃げ遅れが生じる可能性も考えられる。

このことから、事前の対策として、迅速かつ的

確な消火活動が可能となるよう、自衛消防体制
の構築や、従業者が消火器・屋内消火栓設備等
の設置場所を把握することについて示している。
また、可燃物の多い倉庫においては、消火器の
みならず、屋内消火栓設備や屋外消火栓設備の
活用が重要であり、従業者全員が操作に習熟す
るための訓練を実施することについて示してい
る。加えて、延焼防止のため防火シャッターに
よる区画形成が必要不可欠であり、防火シャッ
ターの降下を妨げる要因の排除や、定期的な点
検の実施等を示している（表６）。

表６　防火シャッター閉鎖障害チェックポイント

閉鎖に係る障害（例） チェックポイント
・降下空間の物品等により閉鎖しない ・閉鎖の支障となる物品が置かれていないか
・ガイドレールの損傷、変形により閉鎖しない ・ガイドレールが損傷、変形していないか
・巻き上げ過ぎにより降下しない ・収納したカーテン部がケースに入り過ぎていないか
・シャフトや軸受けの歪みにより降下しない ・大きな地震が発生した後は、業者による点検を実施しましょう

写真１　屋外避難階段からの避難訓練

写真４　負荷の高い配電盤をサーモカメラにて点検

写真２　屋内消火栓設備を使用した放水訓練

写真３　火災発見時の初動要領の掲示
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また、災害時の対策としては、消火器担当及
び消火栓担当の従業者が直ちに消火活動を行う
とともに、防火シャッターの閉鎖障害がないこと
を確認すること等について示している。

エ　避難安全
近年の倉庫においては、物流に伴う作業（梱包

や加工等）の一体的な実施や、従業者の福利厚
生施設（託児所等）の併設等により、建物利用者

写真６　床面に避難口への誘導表示を
明示

写真７　防火シャッター降下空間の明示写真５　屋内消火栓設備周囲の物品放
置禁止範囲の明示

写真８　商品情報の収集

【２】提出書類の確認ポイントと例

優先順位
１

安全データシート（SDS）

※製品名と危険物の種別が分かること

優先順位
２

危険物確認試験結果報告書

※�商品名と品名（危険物の種別）が分かること

優先順位
３

製品ラベル

※製品名と危険物の種別が分かること
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大規模倉庫の火災は、ひとたび発生すれば甚
大な被害をもたらし、地域社会や物流インフラ
全体に深刻な影響を及ぼすものとなる。過去の
火災事例から得られた教訓として、設備の整備
にとどまらず、日常的な防火管理の徹底と関係
者間の連携が、火災被害を最小限に抑えるため
に不可欠であるという点があげられる。

今回策定されたガイドラインは、そうした教訓
を踏まえ、倉庫の多様化・複雑化に対応し、事
業者自らが主体的に取り組むための実践的な指

が増加する傾向にある。また、正規職員に加え、
アルバイトや短時間労働者、外国人労働者等、
建物利用者の属性が多様化していることから、
迅速・的確な避難誘導の重要性が高まっている。

このことから、事前の対策として、平時からの
避難動線の確保や避難計画の策定、避難訓練の
実施などについて示している（例：床面にライン
テープや塗装などの明示物を施すことや、マテハ
ン機器と避難経路が交錯しないようにすること、
避難責任者及びエリアリーダーを定めること、
避難方向を示す明示物の多言語化やピクトグラ
ムを活用すること等）。

また、災害時の対策としては、避難行動に支
援を必要とする者がいるエリアでは自動火災報
知設備の感知器が作動した一報目から避難準備
を開始することや、避難責任者又はエリアリー
ダーは防災センター等から火災断定の伝達を受

針として取りまとめたものである。
本ガイドラインを一つの契機として、事業者

の方々が防火意識を高め、より安全で安心な倉
庫運営を実現していくことが期待される。

けた際に的確に避難指示をすること等について
示している。
オ　消防活動支援

インターネットショッピングの普及等により、
倉庫内で保管する物品が多種多様になっており、
危険物がそれと認識されないまま保管される場
合もある。また、火災発生時、消防隊に保管物・
収容物等の的確な情報提供がなければ、消火活
動に支障をきたすおそれがある。

このことから、事前の対策として、火災発生
箇所、逃げ遅れの有無、消防用設備等の作動状
況、火災拡大状況といった一般的な情報のほか、
火災発生エリア内のレイアウト、マテハン機器
の停止状況、建物や区画の進入口、危険物等の
保管物品に係る情報等を集約できる体制を構築
することについて示している。

また、災害時の対策として、集約した情報等を
適切に消防隊へ提供することや、排煙設備又は
換気設備を活用した排煙等について示している。
⑷事業者の取組事例紹介

前掲⑶においては、近年増加する倉庫の特徴
や火災リスクに応じた対策を示しているが、これ
らの対策の中には大規模倉庫で既に独自に取り
組まれている事例を参考としたものもある。こ
のように大規模倉庫の事業者が自ら取り組んで
いる防火安全対策について、ガイドラインの末
尾に掲載している。本稿では、その掲載内容の
一部を紹介する（写真１〜９）。

●おわりに

大規模倉庫における効果的な防火
管理に関するガイドライン

写真９　コンベアのシャッター連動設備

防火シャッターと連動して
ローラーの一部が可動し、
降下地点の空間を確保

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-19.html
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-19.html
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-19.html
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令和７年度「こども霞が関見学デー」の開催
消防庁総務課

「こども霞が関見学デー」は、平成８（1996）年
度から毎年、文部科学省が「こども見学デー」の
一環として実施しているイベントです。霞が関
に所在する各府省庁等が連携し、子供たちを対
象に事業説明や職場見学等を行うことにより、

今年度は８月６日㈬、７日㈭の２日間にわたっ
て開催されました。消防庁では、「消防の仕事」
を楽しみながら学び、身近に感じてもらうため、

『消防士の仕事を体験してみよう！』と題し、東
京消防庁協力の下、各種ブースを設けました。

子供たちが夏休みに広く社会を知る体験活動の
機会とし、親子のふれあいを深めることを目的と
しています。各府省庁等の特色を活かし、小・
中学生等を対象に様々なプログラムを設けて実
施しています。

今年度は新たなプログラムとして、先行車（電動
トライク）に体験乗車し、写真撮影を行う「電動
トライク乗車体験」を実施し、合計６つのプロ
グラムを実地開催しました。

また、実地開催にご参加いただけなかった子
供たちに向けて、消防の仕事や防災について学
ぶことができるオンラインコンテンツも用意しま
した。

参加した子供たちは、各プログラムを通じて、
普段体験することができない消防の仕事を体感
し、目を輝かせ、楽しみながらも時折真剣な表情
で学んでいました。

２日間の開催で、約370名の子供たちにご参加
いただき、大盛況のうちに幕を閉じました。

●「こども霞が関見学デー」について

●令和７年度の開催について

災害に負けるな！～災害を疑似体験しよう～
VR※防災体験車によって、 VR技術を活用し、火災、地震、

風水害の防災訓練を体験するプログラムです。今回は、 バー
チャル空間における各災害の疑似体験を通じて、実災害の恐
ろしさを知り、命を守る行動について学ぶことができました。
子供たちは、リアルな映像・振動に思わず声を上げたり、手
で頭を押さえたりと、 VRを通して災害発生時の恐ろしさを
感じ取っている様子でした。
※�「Virtual Reality」の略で、仮想的な空間を現実であるかのように体験できる仕
組み。

総合受付の様子
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火事だ！火を消せ！
～消防服を着て、ホースと筒先で放水しよう～

消防服とヘルメットに身を包んだ未来の消防士たちが、放
水体験を行うプログラムです。炎に狙いを定めて、放水によ
る水圧に負けないようにしっかりと筒先を持ち、頼もしい姿
で真剣に取り組んでいました。

命を救え！～心臓マッサージ、AEDを体験しよう～
心臓や呼吸が止まった傷病者を社会復帰に導くためには、

バイスタンダー※による一次救命処置が非常に大切です。子
供たちはいざという時のために、初動の対応、心臓マッサー
ジの方法やAEDの使い方を学び、心肺蘇生法の一連の動作
を体験しました。
※けが人や急病人が発生した場合、その場に居合わせた人。

リアルを体感せよ！～ARゴーグルで防災体験訓練をしよう～
AR※ゴーグルを用いて、現実空間に仮想の火災を発生さ

せ、手元のコントローラーを操作することにより、初期消火
を体験するプログラムです。火災によって発生した煙が瞬く
間に天井まで充満する映像が流れる中、子供たちは落ち着い
て消火器による消火活動を行い、限られた噴射時間の中で無
事消火することに成功していました。体験を通じて火と煙の
恐ろしさについて学ぶことができました。
※�「Augmented Reality」の略で、仮想の情報やコンテンツを現実世界に重ね
合わせることにより、現実を拡張し体験できる仕組み。

電動トライク乗車体験
電動トライクは、火災現場等への災害出動の際、道路が狭

隘な地域でもいち早く現場に到着し活動にあたることを目的
として、東京消防庁に配備されている車両です。このブース
は、電動トライクに体験乗車し、消防士の目線を体感するこ
とができるプログラムです。消防服姿で乗車し思い出の１枚
を撮影することができました。

東京消防庁音楽隊による演奏会（７日のみ）
中央合同庁舎第２号館１階アトリウムにおいて、東京消

防庁音楽隊によるミニコンサートを開催しました。
「ミッキーマウス・マーチ」、「マリーゴールド」や「ハローファ

イヤーマン」など、アンコールも含め全６曲をカラーガーズ隊
の圧巻の演技とともに演奏していただきました。会場に響く
音色に子供たちや保護者の方々のみならず、昼休憩中の総務
省職員も聞き入っていました。
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消防の仕事を学ぼう！
～女性消防士の動画を通じて消防の仕事を学ぼう～

消防＝男性だけの仕事ではありません。現役の女性消防
吏員が出演し、消防吏員の仕事について動画で紹介してい
ます。
https://www.fdma.go.jp/relocation/josei_shokuin/special/

movie.html

こども ぼうさい ランド
～クイズ形式で災害について学ぼう～

幼年から小学校低学年の子供たちを対象とした、災害につ
いてクイズ形式で学ぶことができるサイトです。
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/

わたしの防災サバイバル手帳
～クイズ形式と図解で災害について学ぼう～

大災害が発生した場合、どんな混乱が待ち受けているの
か、救援が来るまでのあいだを生き抜くための知識を、クイ
ズや図解を交えて親しみやすい内容として、楽しみながら学
習できるようにしている「防災を身近に感じてもらうための
ハンドブック」です。
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/

education/bousai/survival/

●オンラインコンテンツのご紹介

●おわりに

本イベントにおいては、多くの子供たちにご来
場いただき誠にありがとうございました。

消防庁では今後も、子供たちに消防の仕事
について理解を深めてもらえるよう広報活動を
行ってまいります。

全国消防イメージキャラクター「消太」と電動トライク

https://www.fdma.go.jp/relocation/josei_shokuin/special/movie.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/josei_shokuin/special/movie.html
https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/survival/
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/activity/education/bousai/survival/
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住宅用火災警報器の設置率等の調査結果
（令和７年６月１日時点）

消防庁予防課予防係  高木亮二

消防庁では、消防法及び市町村の火災予防条
例により設置が義務付けられている住宅用火災
警報器（以下「住警器」という。）の全国の設置率
等について、令和７年６月１日時点の調査結果
をとりまとめました。

福井県の設置率（94.0％）、条例適合率（83.8％）
が最も高く、一方、沖縄県の設置率（65.4％）と

すべての住宅で住警器の設置が義務化された
平成23年６月から、本年６月で14年を経過し、

高知県の条例適合率（41.0％）がそれぞれ最も低
くなっています（図１、表１参照）。

義務化までに設置された住警器は設置から10年
を超えていることから、今後、電池切れや電子部

※�「設置率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、一カ所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合です。
※�「条例適合率」とは、市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分全てに設置されている世帯（自動火災報知設備等の設置により住
警器の設置が免除される世帯を含む。）の全世帯に占める割合です。

●調査結果の概要

●住警器の都道府県別の設置率等について

●住警器の設置からの経過年数等について

図１　都道府県別住宅用火災警報器の設置率（令和７年６月１日時点）

※（　）内は、設置率が高い都道府県から順に番号を付している。なお、標本調査のため、各数値は一定の誤差を含む。
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都道府県設置率

滋 賀 85.3% （14）
京 都 91.9% （3）
大 阪 85.7% （13）
兵 庫 89.4% （6）
奈 良 77.2% （43）
和歌山 77.7% （41）
鳥 取 82.5% （29）
島 根 78.4% （39）
岡 山 81.2% （33）
広 島 88.8% （7）
山 口 83.3% （24）
徳 島 81.0% （35）
香 川 77.4% （42）
愛 媛 81.2% （33）
高 知 74.3% （46）
福 岡 84.4% （19）
佐 賀 76.6% （44）
長 崎 82.6% （28）
熊 本 84.1% （21）
大 分 84.9% （15）
宮 崎 84.3% （20）
鹿児島 88.6% （8）
沖 縄 65.4% （47）

全 国 84.9%

⬅
➡

都道府県 設置率
北海道 84.7% （16）
青 森 75.2% （45）
岩 手 86.2% （12）
宮 城 93.3% （2）
秋 田 84.5% （18）
山 形 82.7% （27）
福 島 82.1% （30）
茨 城 79.0% （38）
栃 木 84.0% （22）
群 馬 80.8% （36）
埼 玉 83.8% （23）
千 葉 80.6% （37）
東 京 87.5% （10）
神奈川 89.8% （5）
新 潟 90.4% （4）
富 山 82.8% （26）
石 川 88.2% （9）
福 井 94.0% （1）
山 梨 78.4% （39）
長 野 81.6% （32）
岐 阜 82.0% （31）
静 岡 86.7% （11）
愛 知 84.7% （16）
三 重 83.3% （24）

設置率 84.9％
（令和６年６月１日時点 84.5％）

条例適合率 65.8％
（令和６年６月１日時点 66.2％）
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品の劣化等による故障が増えるものと予測され
ます。設置から10年を経過した住警器の割合を
調査したところ、全国で32.2％でした。

我が国における住宅火災件数及び住宅火災に
よる死者数は、新築住宅に対する住警器の設置
義務化がスタートした平成18年以降、おおむね
減少傾向にあり、住警器の普及促進をはじめと
した住宅防火対策に一定の効果が現れていると
考えられます（図２参照）。

住警器の設置状況については、全国平均値で
約８割、条例適合率が７割弱となっている一方、
設置率や条例適合率が低い地域も見られます。
また、火災時に住警器が適切に作動するよう定
期的な点検を通じて、本体の交換等を推進して
いく必要があります。

消防庁では、特に住宅火災による被害が拡大

また、本調査時に作動確認を実施した住警
器のうち、電池切れや故障が確認されたものが
3.5％ありました（図２参照）。

しやすい高齢者世帯をはじめとした未設置世帯
等への住警器の設置、適切な維持管理、設置か
ら10年を超えた住警器の交換について、消防機
関、関係行政機関、関係団体、関係業界等、あ
らゆる団体と連携した取組を進めているところ
です。

なお、本体交換の際には、各世帯の住宅の構造
や世帯構成に応じて、火災にいち早く気づくこと
ができる連動型住警器、ガス漏れや一酸化炭素
の発生など火災以外の異常を感知して警報する
機能を併せ持つ住警器、音や光を発する補助警
報装置を併設した住警器など、付加的な機能も
併せ持つ機器などへの交換を推奨しています。

図２　住宅用火災警報器の普及と住宅火災の現状

※（　）内は、条例適合率が高い都道府県から順に番号を付している。なお、標本調査のため、各数値は一定の誤差を含む。

表１　都道府県別住宅用火災警報器の条例適合率（令和７年６月１日時点）
都道府県 条例適合率
北 海 道 68.5% （16）
青 森 54.4% （44）
岩 手 66.5% （26）
宮 城 72.2% （6）
秋 田 67.2% （19）
山 形 67.9% （18）
福 島 62.0% （31）
茨 城 60.2% （34）

栃 木 71.9% （7）
群 馬 66.8% （22）
埼 玉 70.9% （9）
千 葉 61.8% （32）
東 京 55.5% （42）
神 奈 川 73.5% （3）
新 潟 73.0% （4）
富 山 59.8% （36）
石 川 72.6% （5）

大 阪 70.5% （12）
兵 庫 70.9% （9）
奈 良 58.2% （37）
和 歌 山 62.1% （30）
鳥 取 46.4% （46）
島 根 53.8% （45）
岡 山 69.8% （14）
広 島 68.3% （17）
山 口 69.7% （15）

福 井 83.8% （1）
山 梨 64.5% （28）
長 野 61.4% （33）
岐 阜 63.1% （29）
静 岡 71.0% （8）
愛 知 66.3% （27）
三 重 66.8% （22）
滋 賀 59.9% （35）
京 都 67.1% （21）

徳 島 66.6% （25）
香 川 55.6% （41）
愛 媛 70.6% （11）
高 知 41.0% （47）
福 岡 70.5% （12）
佐 賀 57.8% （38）
長 崎 57.5% （39）
熊 本 56.8% （40）
大 分 66.7% （24）

宮 崎 67.2% （19）
鹿 児 島 77.9% （2）
沖 縄 54.6% （43）

全 国 65.8%

●傾向と今後の取組
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近年、製品事故に対する国民の関心は高くなっ
ており、それに伴い、消費者の視点に立った行政
サービスの実現が強く求められているところであ
る。このような状況を踏まえ、平成21年９月に
は内閣府の外局として消費者庁が発足し、消費
者安全法が施行されて以降、製品事故対策によ
る消費者の安心・安全の確保は、政府全体の重

令和６年中に発生した製品火災の件数※１は
表１のとおりである。なお、令和６年中に発生

要課題としてより一層推進されてきた。消防庁
においても、電気用品、燃焼機器及び自動車等
といった国民の日常生活において身近な製品が
発火源となる火災について、情報の収集を行い、
四半期ごとにその内容を公表するとともに、当該
情報を関係機関と共有し、連携することにより、
製品火災対策に継続して取り組んでいる。

した製品火災において、死者が発生したものは
ない。

●はじめに

●製品火災の件数

製品火災の最近５年間における各件数の推移
は図１のとおりである。製品種別ごとの製品火

電気用品、燃焼機器及び自動車等に係る各製
品火災の結果は以下の消防庁ホームページ（ 消
防庁製品火災情報）に掲載のとおりである。ま

た、社告（リコール）情報については、 経済産
業省及び 消費者庁が発信するリコール情報サ
イトより閲覧が可能である。

災件数を比較すると、例年、電気用品の製品火
災が多く発生している。

●最近５年間における製品火災件数の推移

●電気用品、燃焼機器及び自動車等に係る各製品火災結果等

表１　令和６年中に発生した製品火災の件数

※１　�令和７年５月31日時点の速報値。この件数のほかに、令和６年中に発生した製品火災のうち、消防機関が調査中のものが90件ある。
以下同じ。

※２　使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災は、本調査で集計する製品火災には含まれない。以下同じ。

　 電気用品 燃焼機器 自動車等 全体

製品火災※２ 155 20 19 194

（参考）�使用者の使用方法の不良及び自然災害に起因する火災
ではないが、製品発生か否か特定に至らなかった火災 712 67 297 1,076

消防庁では、令和６年中に発生した火災のうち、製品（電気用品、燃焼機器及び自動車等）の不
具合によるものと消防機関により判断された火災（以下「製品火災」という。）に関する調査結果
を令和７年７月１日に公表した。ここでは、その概要について解説する。

令和６年中に発生した製品火災に関する
調査結果について 消防庁予防課予防係  櫻川成大

https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/cause/34530.html
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html
https://www.recall.caa.go.jp/
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令和６年中に発生した製品火災のうち電気用
品においては「バッテリー」に関する火災が多く
発生しており、155件のうち79件がバッテリーに
起因する火災であった。

また、燃焼機器においては20件のうち14件が
「ガストーチバーナー」による火災であった。

こうした製品火災に関しては、電気用品購入
の際にPSEマークが付いていることを確認※３す
る。また、燃焼機器のうちガストーチバーナーに
ついては、接続部等からのガス漏れがないか等を
確認してから使用するなどの対策が有効である。
※３　�バッテリーのうち、特に火災の危険性が高いリチウムイオ

ン蓄電池を含め、100Vコンセントに接続して使用されるほ
とんどの民生用の電気用品については電気用品安全法
に基づく安全規格への適合とその旨の表示（PSEマーク）
が義務付けられている。

●令和６年中に発生した製品火災の傾向と対策

図２　ガストーチバーナーに関する注意喚起

図１　製品火災件数の推移

製品火災対策を推進し、類似火災の発生を防
止するためには、製品火災の情報を広く国民に
周知するとともに、消防機関が行う火災原因調
査等により製品に係る火災の出火原因を究明し、
出火原因に応じた火災の再発防止対策を講ずる
ことが大変重要である。

消防庁では、製品火災に関する調査結果を公

表するとともに、全国の消防機関が行う火災原因
調査に対し専門的な知見や鑑識等の技術支援を
行うなど、消防機関の調査技術の向上や火災原因
調査・原因究明体制の充実・強化を推進している。

今後も継続して関係機関との連携強化を図り
つつ、消費者の安心・安全の確保に努めていく
所存である。

●今後の製品火災への取組について
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はじめに
行政権限不行使が争点となった大阪地裁判

決昭和49年４月19日（判例タイムズ318号284頁）
は、造成宅地の擁壁の崩壊による家屋の損壊、
居住者の死亡等の事故につき、遺族らが行政庁

（県）に対して損害賠償を求めた事例である。大
阪地裁は、「本件事故発生当時には、擁壁はきわ
めて不完全な状態にあり、これを放置するとき
は崩壊するおそれが著しく、もし崩壊すれば下
部住宅地の家屋のみならず、その居住者の生命
にも危害が及ぶ危険のあることは明らか」である
としたうえで、宅地造成等規制法の趣旨目的に
照らすと、「その状態はまさに擁壁につき所有者
らに対し同法16条所定の改善命令を発し、行政
代執行法による代執行の措置によつてでもその
命令の実効を期し、危険を除去すべき場合に当
たるとみるのが相当であり、兵庫県知事がこれ
をしなかったのは著しく合理性を欠き、違法で
あるというべきである」と判示し、県に対して損
害賠償を命じた。

宅地造成等規制法が改正された宅地造成及び
特定盛土等規制法第１条には、「この法律は、宅
地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩
れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要
な規制を行うことにより、国民の生命及び財産
の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与するこ
とを目的とする」と規定されており、消防法の
目的（同法第１条）と類似していることに注目す

る必要がある。すなわち、裁判所は、これまでの
行政権限不行使を巡る国家賠償請求訴訟（筑豊
じん肺訴訟、関西水俣訴訟等）では、生命、身体
及び健康上の重要な利益については、法令の目
的を柔軟に解して作為義務の発生を認めて、行
政の責任を肯定する判断を積み重ねているので、
国民の生命、身体及び財産の保護を目的とする
消防法についても、今後、前掲大阪地裁判決の
ように、行政上の代執行の不行使を違法とする
判断が示される可能性は否定できない。このよ
うな法的リスクを念頭に置きつつ、消防機関の
手により実力をもって消防法違反等の是正を確
実に実現できる唯一の法的手段である代執行に
ついて触れることにする。

代執行の要件について
まず、行政上の強制執行に関する一般法であ

る行政代執行法（以下「法」という。）第２条には、
代執行について以下の４要件が規定されている。
⑴�法律・政省令・条例により直接発生する義務

または法律に基づく処分によって命ぜられた
義務であること

⑵�代替的作為義務（他人が代わって履行できる
作為義務）であること

⑶�他の手段によってその履行を確保することが
困難であること

⑷�義務の不履行を放置することが著しく公益に
反すること

弁護士 木下尊氏

本稿では、令和６年７月30日に開催された「令和６年度消防
法令違反是正事例発表会（全国消防長会北海道支部）」にお
ける講演内容を基に、行政権限不行使が違法と判決された
例を取り上げながら、消防機関が取りうる対抗手段につい
て紹介する。

消防法上の代執行について

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/pdf/notes.pdf
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一方、消防法は、「措置を命ぜられた者がその
措置を履行しないとき、履行しても十分でない
とき、又はその措置の履行について期限が付さ
れている場合で、履行しても当該期限までに完
了する見込みがないとき」（同法第３条第４項、
第５条第２項、第５条の３第５項等）という行
政代執行法の特則を定めており、行政代執行法
の前記４要件のうち（3）及び（4）の２つの要件が
緩和されているので、一般の代執行よりもハード
ルが下がっているといえる。

次に、消防法上の代執行の対象となる義務は、
消防法に基づく措置命令によって命ぜられた具
体的な義務のうち、代替的作為義務に限定され、
非代替的作為義務（例えば、同法第４条第１項
に基づく資料提出命令・報告徴収による資料・
報告等の提出義務）や不作為義務（例えば、同法
第５条の２第１項に基づく防火対象物の使用禁
止命令）は、代執行の対象とはならない。　

また、消防法上、①屋外物件等の除去命令に
よる除去義務（同法第３条第１項）、②防火対象
物の改修・除去命令による改修・除去義務など

（同法第５条第１項）、③防火対象物の物件等の
除去命令による除去義務（同法第５条の３第１
項）のほか、理論的には、④消防用設備等の設置・
維持命令による設置維持義務も代執行の対象と
なり得るが、④については、工事の技術性や選
択肢の多様性、工事にかかる日数、工事の管理
の困難性等の理由から、現実には代執行は困難
といわれている（関東一著「新版・消防法の研究」
679頁）。

代執行の手続について
代執行における最初の手続として戒告がある

（法第３条第１項）。戒告とは、行政庁が義務者
に対し、相当の期間を定め、その期限までに履
行をなされないときは代執行をなすべき旨をあら
かじめ文書で通知する行為であるが、戒告は要
式行為であることから、文書によらない戒告は
無効となる。

そして、義務者が戒告において指定された期
限までに義務を履行しないときは、代執行令書
をもって、代執行の時期、代執行の責任者の氏

令和６年度消防法令違反是正事例発表会（全国消防長会北海道支部）での講演の様子（令和６年７月、北海道札幌市）
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名および代執行の費用の概算による見積額を代
執行令書により通知することが必要となる（法第
３条第２項）。代執行令書も要式行為であるこ
とから、書面によらない代執行は無効となり、代
執行令書に記載された日時に代執行が行われな
かった場合には、あらためて代執行令書を発布
しなければならない。

代執行のために現地に派遣された執行責任者
は、その者が執行責任者たる本人であることを
示すべき証票を携帯し、要求があるときは、いつ
でもこれを呈示しなければならない（法第４条）。

代執行に要した費用については、実際に要し
た費用の額及びその納期日を定め、義務者に対
し文書をもってその納付を命じなければならず

（法第５条）、代執行に要した費用の徴収につい
ては、国税滞納処分の例（督促→差押え→換価
→換価代金等の配当）の方法により行われる（法
第６条）。

消防法に基づく代執行について
消防法第５条に基づく代執行は、当該防火対

象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止
その他の必要な措置を命令内容とし、代執行に
ついては同条第２項が同法第３条第４項を準用
し、命令不履行等の場合は、前述した「代執行
の要件について」の（3）及び（4）の２つの要件が
緩和され、行政代執行法の定めるところに従い、
当該消防職員又は第三者にその措置をとらせる
ことができる。

一方、消防法第５条の３に基づく代執行につ
いては、名宛人に対して物件の除去命令をした
場合は、消防法第５条と同じであるが（同条第
５項、同法第３条第４項）、名宛人を確知できず、
除去命令ができない場合は、物件の所有者、管
理者又は占有者で権原を有する者の負担におい
て、当該消防職員に、当該物件について第３条
第１項第３号又は第４号に掲げる措置をとらせ
ることができる（略式代執行）（同条第２項）。こ
の場合、緊急の必要があると認めるときは、公告
は不要となる（即時代執行）。

また、略式代執行又は即時代執行を行った

場合は、当該物件の保管義務があるが（同条第
３項）、「保管」の手続に関しては災害対策基本
法第64条第３項から第６項までを準用している

（同条第４項）。この結果、保管にかかる費用は
強制徴収できるが（災害対策基本法第64条第５
項により法第５条、第６条を準用）、保管の前段
階で除去等の措置自体に要した費用は強制徴収
できないことに注意する必要がある。

行政代執行に対する救済手続について
戒告や代執行令書の通知は行政処分と考え

られており、裁判例でも、戒告や通知が取消訴
訟の対象となることが認められている（東京地裁
判決昭和48年９月10日民事判例集24-８・９-916
他）。ただし、義務者が裁判所に取消訴訟を提
起しても、係争処分は有効と扱われ、その後の
手続が進行するため（行政事件訴訟法第25条第
１項、行政不服審査法第25条第１項）、義務者
としては、執行停止をセットで申し立てることに
なる（行政事件訴訟法第25条第２項、行政不服
審査法第25条第２項）。

代執行の実施に伴う実力行使の可否について
北海道農務部の職員らが、家畜伝染病予防法

第17条第１項に基づく馬伝染性貧血の患畜の殺
処分命令に基づく代執行に伴い、牧場主らが入
口に張った有刺鉄線を撤去したり、椅子に座っ
て抵抗する者を排除した事案について、札幌地
裁は、「その実行性を確保するために、代執行の
実行に際してこれに対する妨害や抵抗があった
場合に、それらを排除するためにやむを得ない最
小限度の実力を用いることは、代執行に随伴す
る機能として条理上認められる」と判示した（札
幌地裁判決昭和54年５月10日訟務月報25巻９
号2418頁）。実際に消防法上の代執行の実行に
あたり、義務者からの妨害や抵抗が予想される
場合には、実力行使は極力回避し、警察官に現
場への臨場を求め、抵抗する義務者を公務執行
妨害罪（刑法第95条第１項）等で現行犯逮捕ある
いは義務者に対して処罰の対象となる旨を通告
する等の協力を求めることが望ましいと考える。

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/pdf/notes.pdf
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代執行に要した費用の範囲について
代執行に要した費用の範囲には、代執行の実

行に要した一切の費用のほか、作業員の賃金、
請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払う
べき補償費をいい、代執行に伴う物件の運搬及
び保管に要した費用はこれに含まれないとされ
ている（違反処理標準マニュアル26頁）。この点、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の８
第４項に基づき、廃棄物の適正処理のための改
修（工事）命令の代執行にあたり、いかなる改修
工事を行うかという調査に要した費用を「代執
行に要した費用」（法第６条第１項）ではなく、後
述する事務管理（民法第697条第１項）によって
請求したことが認容された裁判例がある（名古屋
地裁判決岡崎支部平成20年１月17日判例時報
1996号60頁、名古屋高裁判決平成20年６月４日
判例時報2011号120頁）。

代執行の方法や物件の保管に係る注意義務の
程度について

代執行の終了後、義務者に対し、代執行費用
納付命令書により代執行費用を徴収し、義務者
が納入に応じない場合は、さらに督促状を発し
たうえ、保管している物件を差押え、公売又は
随意契約による売却などの換価措置をとり、代
執行費用に充当することができるが、代執行の
方法や物件の保管に関しては、以下のような裁
判例が参考になる。
・�代執行の方法が社会通念上全体として不適切

なものと認められない限り、行政庁の合理的
裁量に委ねられているとして、その過程で船
舶などの財産に何らかの損傷が生じても国家
賠償責任は生じない（東京高裁判決平成17年
10月５日）。

・�収用地と非収用地にまたがって存在する１棟
の建物の全部を解体撤去した代執行について、
１棟の建物の一部を撤去することが建物全体
の効用を著しく損ない、建物構造上も残存建

物を維持することが危険であり多額の補強・
補修費を要すると認められる場合には適法で
ある（福岡地裁判決昭和48年９月11日訟務月
報20巻２号38頁）。
行政代執行の法的性質には、民法上の「事務

管理（義務なく他人のために事務の管理を行うこ
と）」（民法第697条）を含むと考えられる。この点、

「事務管理」は委任における善管注意義務の規
定（民法第644条）を準用していないが、通説は、
事務管理の管理者は善管注意義務（行為者の属
する職業や社会的地位に応じて通常期待されて
いる程度の抽象的・一般的な注意義務）を要す
るとしている。また、違反処理標準マニュアル（26
頁）には、「代執行によって生じた解体材や搬出
動産等については、代執行実施作業の開始前又
は終了後に、所有者に引き取るべき旨を通知し、
かつ、所有者の占有、管理できる状態におけば、
行政庁は、原則としてその保管義務を免れるも
のと解すべきであろうとされている」とのコメン
トがあるが、当該物件の種類・性質によっては
善管注意義務との関係でより慎重な対応が求め
られることがあろう。

今後の違反是正に係る代執行に向けての必要
な準備について

今後の代執行に向けては、①代執行の実行・
保管に係る予算措置、②代執行マニュアル（書
式・人員配置等）の作成、③マニュアルに基づく
シミュレーションの実施が必要となるほか、④空
家等対策の推進に関する特別措置法に基づく特
定空家に係る行政代執行の調査・研究等が参考
になる。全国的に違反是正命令の発出件数は増
加している中、命令不履行の場合には刑事告発
をすることによって違反処理が消防機関の手を
離れたと安易に考えるのではなく、危険性の高
い違反防火対象物については、代執行の要否に
ついても並行して検討する意識を持つことが求
められる。

本記事の転載をご希望の際は以下にお問い合わせください。消防関係者に対する研修・講義資料の利用の場合許可します。
札幌市消防局予防部査察規制課（Tel.011-215-2050　E-mail : sasatsu.shobo@city.sapporo.jp）

https://www.fesc.or.jp/monthly-fesc/pdf/notes.pdf
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子どもの頃、夜中に電話が鳴ると「火事だな」と
思いました。家族全員が起き出して、父は淡々と消
防団の活動服に着替え、とび口や懐中電灯など持
ち物を冷静に確認。その間、母は父を送るための車
を玄関につけて待機。

時々、火災の大きさにおろおろする母に、父は「慌
てるな。俺が行かなくても火は消える」と言ってい

ました。
私は「行ってらっしゃい」と両親を見送り、留守

番。鎮火の電話を受けるのは、自然と私の役目に
なっていました。

父は、現場に一番長くいる人、とよく言われてい
て、特に団長になってからは最後の消防車両を見
送り、団員の無事を見届けて帰宅することがルー

消防団等充実強化アドバイザー  山本みゆき
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ティンでした。
消防団は、父の生きがいだったと思います。
消防は男性社会と思っていた私が「女性消防団

員」というまだ聞き慣れていなかった響きに憧れた
のは、そんな父を見ていたからかもしれません。

平成16年10月1日、阿見町消防団女性部が発
足した時、団員のひとりになっていました。当時は
10代から50代の女性が22名入団し、「女性なら
ではの活動」を模索する日々。最初の活動は、全国
女性消防操法大会に茨城県代表で出場したことで
した。ここでの厳しい訓練が、消防団員としての自
覚と、消防はチームワークだということを叩き込ん
でくれたと思います。それまで趣味はひとり旅、と
にかくひとりで過ごす時間を好んでいた私にとって、
大人になってから「チームワーク」を学ぶことは思い
がけず自分自身を見つめ直す機会にもなりました。

操法大会の結果は、団体では10位の優良賞、個
人では指揮者の私が優秀選手賞をいただきました。
消防団員歴の浅い私は、個人賞の受賞に実感がわ
かず、父が一番喜んで男泣きをしていた姿は、今思
い出しても涙が出てきます。

父の生きがいが私のやりがいになりました。
操法大会が終わり、燃え尽き症候群になる間もな

く、日本消防協会主催の「消防団幹部候補中央特
別研修」に2泊3日で参加をしました。日本全国か
ら集まってくる女性消防団員の勢いにモチベーショ
ンが上がり、講義の中でアメリカの防火教育を学ん
だことは女性団員の活動に弾みをつけました。

私が子どもの頃に学んだ防火教育は「火は危ない
から火遊びはしてはいけない」や「花火は大人と一
緒にしよう」という程度のものでした。それがアメ
リカでは、火災に遭った時、避難する方法を自ら考
えて行動するための訓練を子どもの頃から受けてい
ることに衝撃を受けました。

そして、このアメリカの防火教育を私たちの新し
い活動の軸にしたいと思いました。当時、講師を
務められた長谷川祐子先生は横須賀米軍基地に勤
務をされていたので、阿見町の女性団員にも同じ研
修を受けさせてほしいと団長や事務局にお願いしま
した。

米軍基地に入るために消防団事務局は大変ご苦
労されたと伺いましたが、その甲斐あって、団員全
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員で新しい活動の目標を共有できました。研修の
熱が冷めないうちに、阿見町オリジナルの子ども向
け防火教室のシナリオや小道具の作成を開始。こ
こでは保育士の団員の経験や視点が大いに役立ち、
彼女たちが中心となり作業を進めました。また、高
齢者への防火教室では介護職の団員のアドバイス
を聞きながら、バリエーション豊かな教室を展開し
ていきました。様々な職業人の集まる消防団の強
みを感じる活動でした。

2011年3月11日、東日本大震災が発生しまし
た。東北が甚大な被害を受け、連日その様子が報
道される中で、隠れ被災地といわれた茨城も大きな
被害を受けました。

私自身は住んでいた家が傾き、引越しをしたり、
勤務していた実家の割烹も営業ができなくなるほど
被災し、その対応に追われる日々でした。本来なら
災害後の消防団員の活動をしたいと思いながら、現
実は自分の生活を立て直すことで精一杯でした。

東日本大震災の経験は、今後の消防団員に課さ
れる役割の大きさを痛感するものでもありました。
そこで今、自分たちにできることは何かと考え「防

災士を目指す」と決めて数名の団員と共に資格を取
得しました。

そして、今後起こり得る大規模災害への備えを
住民に伝えたいと思い、非常時持出品の実物を集
め、リストを作成し、地区防災訓練の一環として講
話を実施しました。

近年、災害が激甚化し、また頻発していることを
考慮すると、災害対策により敏感になるための啓発
活動が必要と実感します。

私は現在、総務省消防庁　消防団等充実強化
アドバイザーとして、全国の消防団の研修会等で
自分の経験に基づいた活動事例を伝えています。
昨年までは、父もアドバイザーを務めていました。
年々、消防団員数が減少する中で、女性団員数は
増加を続け、その活動内容は多岐にわたって期待
されるものでもあります。これまでの活動に加え、
新たな活動の提案やバックアップなどサポートをし
ながら全国に女性団員のネットワークを作りたい
と思っています。

消防は私のライフワークとなり、生きがいになっ
ています。



https://www.venn.co.jp/
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背景
平成13年９月１日の新宿区歌舞伎町雑居ビ

ル火災では、小規模なビルであったにもかかわら
ず、多くの死傷者が発生した。階段室の物件存
置等防火管理が不適切であったこと、直通階段
が一つで避難経路を効果的に確保することがで
きなかったこと、竪穴区画を構成する防火戸が
閉鎖しなかったこと、関係機関が連携し、雑居
ビルの状況を的確に把握する必要があることな
どが課題として指摘された。

そこで当局では、上記事項に対し、関係機関
との連携のもと総合的な対応を図るため、同年
11月に当市関係部局（消防、建築、建設及び衛生）
及び警察機関（以下「関係機関」という。）で構
成する「川崎市雑居ビル対策連絡協議会」（以下

「協議会」という。）、平成15年２月に行政区ごと
に区役所や警察署、消防署等で構成する「地区

雑居ビル対策連絡協議会」を設立した。そのう
えで、小規模雑居ビルへの夜間一斉合同査察（以
下「合同査察」という。）を行うなど防火安全対
策を徹底することとして早、20余年が経過した。
※�小規模雑居ビルとは、次の要件を全て満たす防火対象物を
いう。
　①�防火対象物の３階以上の階が、消防法施行令別表第１
（２）項又は（３）項に掲げる用途に供されているもの

　②直通階段が一つのみ設けられているもの
　③消防法第８条の２の規定が適用されるもの

小規模雑居ビルに対する防火安全対策
①協議会を設置して組織的な連携強化

関係機関で構成する協議会を設置し、要綱を
定め、消防局予防部長を座長に、関係機関の課
長級職員を委員として毎年１回以上会議を開催
している。会議では、小規模雑居ビルの抱える
課題や問題、所管事務の近況、年度内の活動内
容等について検討、忌憚のない意見交換等を通
じて顔の見える良好な関係を築き、連携の強化
や情報の交換を行っている。
②合同査察の実施

合同査察は平成15年９月から消防が主体と
なって実施している。関係機関の職員が数班に
分かれ、小規模雑居ビルが活気づく夜間に無通
告で立ち入り、各機関が所管する法令の遵守状
況を確認しており、消防では廊下、階段等避難
上必要な施設の状況や防火戸及びその周辺の状
態等を重点的に検査している。また、検査の際、
物件存置による避難障害や防火戸の閉鎖障害等

「予防業務優良事例表彰」は、全国における各消防本部の予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを表
彰し、広く全国に紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し予防部門のモチベーション向上を図る
とともに、各消防本部の業務改善に資することを目的として、消防庁において平成28年度に創設されたものである。
第９回の応募事例の中から、消防庁長官賞、優秀賞を受賞した事例について紹介する。

第９回　予防業務優良事例表彰

継続を力に！小規模雑居ビルに対する取組
〈20回目の夜間一斉合同査察〉 川崎市消防局予防部査察課

ピクトグラムを活用したステッカー
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の消防法令違反を未然に防止するため、ピクト
グラム付きのステッカーを防火戸等へ貼付する
よう防火対象物の関係者への依頼や、後に説明
する危害防止説明会の開催を案内している。

20回目の実施となった令和６年度の合同査察
は、総勢141名で155対象の査察を行い、消防署
では階段や廊下における物件存置等120件の消
防法令違反を通知した。

これまでに査察した防火対象物は、通算で約
2,400対象、通知した消防法令違反は約1,600件、
是正率は令和６年12月１日時点で、99.8パーセ
ントとなっている。
③関係者等を対象とした危害防止説明会

平成23年２月から、小規模雑居ビルの所有者
やテナントの関係者等向けに火災予防対策や衛
生上の留意事項、広告や建築基準法上の遵守事
項、犯罪抑止対策などについて関係機関の職員
が参加者に直接、語り掛け、情報提供を行い、
安全対策、危害防止の強化につなげている。ま
た、アンケート調査を通じて参加者の意見や要
望等を聴取し次年度の参考としている。

成果
①�関係機関との連携により、建築基準法、食品

衛生法など消防法令以外の法令違反に対する
総合的な是正指導が可能となった。

②�関係機関相互に所管業務を理解し合えるよう
になった。

③�合同査察の結果による消防法令違反は高止ま
りの傾向にあるものの、そのほとんどが短時間

に是正されるようになった。
④�社会的な影響のある火災が発生した際に、協

議会の枠組みを活用することで、緊急点検を
円滑かつ短時日に実施することができた。

⑤�協議会を通じて構築された良好な関係により、
その取組を超えた火災予防広報への協力等に
ついても依頼することが容易となった。

今後について
以下の項目を検討し、更なる小規模雑居ビル

の防火安全対策の徹底を図ることとしている。
①�地域特性を踏まえて、過去の合同査察を統計

的に分析しフィードバックする。
②�繰り返される消防法令違反の原因等を究明

し、再発防止対策の検討を行う。
③�町内会や商店街等の地域団体を通じて、消防

法令違反を発生させない環境づくりをする。

取組にあたって
長年の取組への評価に対する大きな喜びと誇

りを感じるとともに、これまで以上に責任ある活
動が求められていると受け止めています。

テナントの入れ替わりが早く、構造上のリス
クも高い小規模雑居ビルにおいては、継続的な
関与と関係機関との連携が不可欠であると考え
ています。今年で21回目を数える合同査察を通
じて築き上げた信頼関係と経験を礎に、地域に
根ざした現実的で効果的な予防業務を展開し、
安全・安心なまちづくりの一翼を担っていく所
存です。

合同査察の様子 査察課員一同
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半導体工場に関する消防行政実務研究会
の発足 四日市市消防本部 予防保安課  岩嵜文宏

はじめに
四日市市は三重県北部に位置し、西には鈴鹿

山系、東には伊勢湾を望む温暖な地域で、古く
から東海道の宿場町として栄えてきた。その後、
昭和30年代に入り、石油化学工場などの進出に
より、産業都市として急速に発展し、３地区に
わたる大規模なコンビナートを形成している。
現在、市の臨海部は石油コンビナート等特別防
災区域に指定されている。

さらに、四日市港や高速道路といった物流イ
ンフラの利便性により、半導体産業や自動車産
業を含む多様な企業が集積している。

今回、半導体工場が管轄区域内にある北上地
区消防組合消防本部、ひたちなか・東海広域事
務組合消防本部および四日市市消防本部の３消
防本部（以下、「参加消防本部」という。）が連携
し、「半導体工場に関する消防行政実務研究会」
を発足させた。本稿では、その取組を紹介する。

背景
半導体は、近年需要を増す情報処理や通信技

術の高度化に不可欠である一方で、高集積化や
省電力化を目指す企業・国家間による開発競争
の激化に伴う地政学的リスクの高まりも見せて
いる。

このようななか、国は経済安全保障推進法に
基づき、半導体産業の強化を図るため、既存施
設の生産能力増強や新規施設の建設を全国で促
進している。

課題
参加消防本部の管轄区域には、メモリ半導体

やパワー半導体を製造する大規模な半導体工場
が立地している。数千人規模の従業員が勤務す
る工場内部には装置が整然と配置された、複数
階にわたる無窓の大空間（クリーンルーム）が存
在する。クリーンルームに設置される半導体製
造装置では特殊なガスや危険物（少量危険物を
含む。）が取り扱われており、災害が発生した場
合には拡大する危険性をはらんでいる。

上記のとおり半導体工場は基本的に消防法の
危険物施設に該当する。半導体製造装置は国際
工業規格「SEMI規格」のガイドラインに準拠し
ているが、これは消防法令の基準とは必ずしも
一致しておらず、日本国内での使用に際して改
造を要するケースもあり、継続的な操業に対し、
影響を与える可能性がある。

「予防業務優良事例表彰」は、全国における各消防本部の予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものを表
彰し、広く全国に紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し予防部門のモチベーション向上を図る
とともに、各消防本部の業務改善に資することを目的として、消防庁において平成28年度に創設されたものである。
第９回の応募事例の中から、消防庁長官賞、優秀賞を受賞した事例について紹介する。

第９回　予防業務優良事例表彰

研究会の様子
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そこで、経済安全保障の根幹である半導体産
業の継続的な発展を支えるとともに、適時適切
な予防行政の推進には、他都市の事例や取組の
共有が有効であるという共通認識のもと、自治
体の枠を超えた「半導体工場に関する消防行政
実務研究会」を令和６年３月に発足させた。

研究内容
令和６年３月に第１回、令和６年７月に第２

回、令和７年３月に第３回、いずれもオンライ
ン会議ツールを使用した研究会を開催しており、
令和７年度中に現地開催を予定している。これ
までの取組は以下のとおりである。
◯消防法の規制に関すること

半導体工場を危険物施設とするか、少量危険
物施設とするかは、消防本部によって取扱いが
分かれ、このため根拠法令も消防法第10条第４
項と各消防本部の火災予防条例に分かれてい
る。これらを踏まえ法解釈や運用について意見
交換を行っている。

また、半導体製造装置では洗浄や成膜の工程
でアルコール類などの危険物を使用するため、国
内法の規制において電気設備には防爆構造を採
用することが一般的である。しかし、SEMI規
格では局所排気や可燃性蒸気の管理、緊急時の
停止措置など性能評価に基づく安全対策が講じ
られており、火災リスクを低減させることで、防
爆構造を必須としていない。このような背景を
理解するため、半導体工場関係者による特別講
演を実施し、SEMI規格を含む半導体工場の特
性に関する専門的な知識を深めている。
◯防火防災体制に関すること

半導体工場では数千人規模の従業員が、限ら

れた通路を効率よく確実に避難できるような体
制づくりが必要である。また、大規模工場にお
いては災害発生時、活動拠点が分散する傾向に
あり、防火区画が複数存在するクリーンルーム
では電波障害の可能性まである。そのため、情
報の統制及び伝達方法について事業所と消防本
部で事前の協議共有が重要となる。

そのほか、特殊なガスや危険物が使用されて
いるため災害の実態に応じた適切な消火方法の
決定及び身体保護具の選定や、延焼を免れた半
導体製造装置の保護やクリーンルーム環境を損
わない消火活動の実施が求められることなどが
課題として挙げられる。

半導体工場の基本構造は類似しているため、
参加消防本部共通の研究課題と認識しており事
例の共有は非常に有意義であると考える。
◯半導体工場に係る消防行政全般について

過去の火災や事故事例を共有し、その原因や
再発防止対策を学ぶことで立入検査時の事業所
への指導や、消防が作成する警防計画への反映
等、過去の事例で得られた知見が有用となる。

おわりに
今年度から千歳市消防本部が本研究会へ参加

し、４消防本部で開催することになった。この
ように、自治体の枠を超えた協力体制が拡がり
つつあることを実感している。

今後も予防業務や警防業務における課題解決
と知識の蓄積を継続して実施することで、半導
体工場の安全かつ安定した操業を支え、ひいて
は日本の経済安全保障を支える半導体産業全体
の発展に寄与することを目指している。
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今治城

はじめに
当市は、愛媛県の北東部・瀬戸内海のほぼ

中央部に位置し、高縄半島と、芸予諸島にまた
がっており、中心市街地がある平野部や、緑豊
かな山間部、そして、瀬戸内しまなみ海道、安
芸灘とびしま海道が架かる世界有数の多島美を
誇る島しょ部からなる変化に富んだ地勢となっ
ている。

また、造船・海運・舶用産業が集積する世界
に冠たる海事都市であり、日本一のタオル産地

であって、これら古い歴史を持つ地場の産業群
は立派な地域資源のみならず異彩を放つ観光資
源にもなっている。

消防本部の組織と予防体制
当消防本部は、職員数213人で１本部３消防

署５分署で組織されている。予防体制について
は、消防本部に予防課（予防係と危険物係）を置
き、消防同意、消防用設備等の審査・検査や違
反処理、危険物の許認可、火災調査・予防啓発
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など予防業務全般の事務を所掌している。各署
所には予防担当を配置していないが、警防隊員
も立入検査を行う査察員として積極的に予防業
務に従事している。

組織の課題と取組
違反対象物公表制度が始まった令和２年４

月時点では、特定防火対象物の重大違反件数約
40件、非特定防火対象物（以下「非特」という。）
の重大違反件数は約400件あり、管轄人口約14
万人の街にしては異例の多さであった。

このため、予防課内でまずは特定防火対象物
の重大違反を減らしていくことを目標に掲げ、
精力的に違反処理を進めていくことで公表件数
は大幅に減少したが、非特に関しては、各署所
での通知書による指導にとどまっていたので、な
かなか是正されないままであった。400件もの違
反処理を予防課だけで行うのは困難であるため、
各署所でも違反処理をできるように訴えていた
が、「違反処理は予防課がするもの」という認識
を変えることができずにいた。

このような状況の中、令和４年度より総務省
消防庁の「重大な消防法令違反対象物の措置状
況等に係る調査結果」においても管轄人口20万
人未満の消防本部が非特の重大違反件数が公表
されることになって、ようやく「組織全体で重大
違反の是正に取り組まないといけない」という意

識に変わり、各署所でも違反処理が行えるよう
に「査察専従員制度」を発足させた。

査察専従員制度と署での違反処理
⑴制度の概要

毎年各署所の消防司令補または消防士長の中
から査察専従員を選任し、その者が中心となり、
違反処理業務等を進めていく。警告までを各署
所で行い、命令からは予防課で行う。
⑵違反処理の進め方

違反処理を行う防火対象物の選定と、名宛人
の調査（法務局や市民課などの関係部署への公
的資料の取得など）は予防課で行い、上期・下
期に１件ずつ各署所ごとに割り振り、査察専従
員が中心となって立入検査を行う。立入検査後
は、予防課と各署所が共有している進捗管理表
で管理し、改修計画書が提出されなかったり、
改修期限が過ぎても是正されていなかったりす
る場合には、速やかに警告に移行する。
⑶制度の成果

令和４年６月より査察専従員制度を発足し、
これまでに各署所において約50件の非特の重大
違反の立入検査を行い９件警告、１件命令に移
行したが、現在は全て是正されている。

また、査察専従員には、当消防本部による査
察専従員研修やこの後紹介する愛媛県消防長会
主催の違反是正研修会にも参加してもらってい

違反処理フロー （非特重大違反）
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るが、近年では、査察専従員以外の若手職員や
ベテラン職員から「研修会に参加させてほしい」
という要望が増えており、職員の意識の変化を
感じている。

愛媛県違反是正支援アドバイザー制度を活用
した取組

愛媛県消防長会では、違反是正事例研究会の
ほかに、東予地区・中予地区・南予地区の３ブ
ロックに分かれて「違反是正研修会」を開催し、
各ブロックで消防本部が実際に行っている事案
を持ち寄り、是正に向けての課題や方策を検討
し、都道府県違反是正アドバイザーから助言を
受ける実践的な研修会を開催している。また、「違
反是正ホットライン」が開設されており、消防本
部が抱える悩みや案件を電話やメールで気軽に
アドバイザーに相談することができるようになっ
ている。

これらの取組により、違反是正の知識の向上
と共有化はもちろんのこと、消防本部ごとの垣
根をなくし「オール愛媛」で県内の違反の是正
と予防技術の向上に努めてくれていることに、
感謝を申しあげたい。

 　
妨害を受けながら行った違反処理事例
◯本事例の概要

自動火災報知設備（以下「自火報」という。）
の未設置違反及び防火管理者未選任違反の特
定用途防火対象物において、警告に向けた違反

調査の際に関係者（夫）から妨害を受けた。その
後、履行期限内に自火報は設置されるが、防火
管理者の未選任は是正されないことから命令に
移行する。再度妨害を受ける可能性があるので、
今治警察署の刑事課及び地域課の協力を得て、
命令書交付及び標識を設置する。命令後も是正
が進まなかったが、可能な手段を検討し、関係
者に対して様々な角度からアプローチを行い違
反是正に至った事例である。

◯違反対象物概要

◯指導経過
平成12年に消防検査、立入検査を実施。その

当時から、防火管理者未選任を指摘する立入検
査結果通知書を交付し、定期査察のたびに指導
を行う。その後、自火報の設置基準の改正があ
り、平成17年より自火報の未設置を指導する。
令和２年４月１日より公表制度が始まるが、是
正されないため違反処理に移行する。
◯妨害を受けた違反調査

令和３年６月14日、警告に向けた違反調査を
実施。Ａに質問をしようとすると、Ｂが「迷惑
やから帰れ！」と近づきながら職員の肩を押し
てくる。職員が話すと、「何でもええけん帰れ！」
とさらに強く押され、店から追い払われる。こ
れ以上は危険と判断し、違反調査を終了する。
◯警告書
【名宛人について】
Ａ：建物の所有者（建物の登記事項証明書より）

用　途 16項イ（物品販売店舗と住宅）

構造・規模 鉄骨造一部木造・２階建

延べ面積 533.06㎡

収容人員 33人

関係者
Ａ：建物の所有者
Ｂ：�店舗の経営者（個人経営）で

Ａの夫

違反条項

・消防法第８条第１項
　（防火管理者未選任）
・消防法第17条第１項
　（自火報未設置）

東予地区違反是正研修会
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Ｂ：�建物の占有者で店舗の経営者（Ａとの会話
の中でその旨を聴取済）

　�質問調書の作成への協力が得られなかった
ため、実況見分調書、平面図、公用資料（建
物登記簿・住民票）よりＡ・Ｂを名宛人と
して警告書を交付することにする。

【警告書交付】
Ａから「店を空けられないので消防には警告

書を取りにいけない」と言われ、現地にて予防課
長よりＡ及びＢに交付することになる。

交付日当日Ａは警告書を受け取り、受領書に
署名・押印をするが、Ｂは「置いとけ」と言い、
受領書への署名・押印は拒否した。
◯警告書交付後の経過
・�令和３年６月16日	 警告書交付
　 ▼自火報未設置（履行期限：R3.09.13）
　 ▼防火管理者未選任（履行期限：R3.10.31）
・�令和３年６月27日	 自火報の着工届出書提出
・�令和３年９月21日	 自火報設置に伴う消防検査
・�令和３年10月11日	 弁明の機会の付与の通知

書を簡易書留郵便にて送付
　※�行政手続法上必要ではないものの、当消防

本部では改修への意思や是正への意欲を確
認するために付与しているが、弁明書の提
出はなかった。

Ａとは防火管理講習の受講について電話で確
認していたが、「２日間店を空けるのが難しい」

「夫に消防の話をすると怒ってしまい受講させて
もらえない」という理由で話が進んでいなかった。
Ａには是正意思があり、防火管理講習を受講す
る以外の方法で何とかしたいと言い、売場面積
を縮小し収容人員30人未満にする方向で現地調
査をすることになる。ただし、Ｂがいると妨害を
受けるおそれがあり、Ａも「主人がいると前に向
かって進まない」と言うので、Ｂが店舗にいない
時間帯で調査をすることにする。
◯現場調査

Ｂは毎朝６時から市場に行っており、７時半
ぐらいまでは店に戻ってこないので、朝の７時前
から調査を実施する。実測した結果、店舗部分
を約９㎡縮小する必要があり、Ａは、Ｂに相談
してレイアウトの変更をすると言った。その後、
Ａに電話で確認すると、「Ｂに怖くて言い出せな
かった。売場部分の縮小は無理です。」といい、
命令に移行することを決定する。
◯命令書
【弁護士への相談】

警告書は２名に交付していたが、Ｂが管理権
原者にあたるという客観的資料がなく、Ａの供
述のみでＢにも命令して大丈夫なのか？という

早朝から現場調査をしている様子
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疑問が湧いた。そこで顧問弁護士へ確認してみ
ると、以下の助言を受けた。
〈弁〉物品販売を個人事業として行っており、法

人格がないことから、Ｂが責任者であること
を客観的に裏付ける証拠がない。Ａからの聞
き取り内容だけでは裏付け証拠として不十分
だと思われる。Ｂからも十分な聞き取り調査
ができない場合には、消防法第４条の報告徴
収命令をＡ及びＢに発令し、Ｂが責任者であ
るか文書で問い合わせるのがよい。

【報告徴収命令】
助言を受けて、Ａ及びＢに対して店の管理権

原について報告を求める。
・�令和３年11月４日　報告徴収書を簡易書留

にて郵送する。（報告期限：R3.11.19）
�結果的には、Ａからのみ報告書と「源泉所得
税納付書」が送られてくる。
�「源泉所得税納付書」が管理権原の証明にな
るのか？　税務署と弁護士に相談してみる。

〈税〉「源泉所得税納付書」は、税務署から記載
されている個人に対して送付している書類で、
当該書類に記載されている人の事業所内にお
ける地位を確認するための書類ではない。

〈弁〉税務署が回答しているとおり、この資料だ
けではＢが所得税を納税する義務があること
が分かるだけで、管理権原者であるかは分か
らない。
私個人としては、Ｂは違反を是正する意思が

無いだけでなく、是正の意思があるＡに対しても

妨害しており悪質性の高いＢにこそ命令するべ
きだと思ったが、顧問弁護士などの助言をもと
に、Ａにのみ命令することにする。
【違反調査】

Ａにのみ命令することになり、違反調査も前
回の現場調査同様、Ｂがいない早朝に実施する
ことになった。実況見分と質問調書も順調に終
わり、Ａに命令書の交付と標識の設置の話をす
ると、「標識の設置はＢが居る時にしてほしい。
居ない時に勝手に貼っていたら、私が怒られる」
と言い、命令書交付及び標識の設置は現地でＡ
とＢが居る時間帯にすることになった。
【警察への相談】

現地で標識を設置する際に、Ｂから妨害を受
けるおそれがあるので、刑事課へ同行依頼を行
う。当日は刑事２名、地域課職員３名が交付
の様子が見える位置で待機してくれることにな
る。さらに、ビデオ撮影をしておくようアドバ
イスがあったため、当日はビデオ撮影を行うこ
とにする。
【命令書交付】

命令書交付及び標識の設置に赴くと、タイミ
ングが悪いことにＢが屋外で作業をしていた。
Ａに交付する旨を伝えると、「何撮りよんぞ、お
前らしつこい」「邪魔やから帰れ」など、説明及
び受け渡しを拒否されＡに会わせてくれなかっ
た。撮影は中止し、命令書は受け取らないので
入口の隙間に差置き送達をする。標識の設置も
当然拒まれたが、こちらも粘り強く対応し、おそ
らく警察官が待機しているのに気づいたのもあっ
て、最終的には身体的な妨害を受けることはな
く、標識を貼って無事帰署することができた。
◯命令書交付後の動き
・令和４年２月４日　命令書交付
　 ▼防火管理者未選任（履行期限：R4.07.08）

命令書交付後は、催告書の送付やＡに電話で
防火管理講習の案内や進捗状況の確認をしてい
たが、「夫の承諾がないと２日間も店を空けられ
ない」「消防の話をしたら、ボコボコにされるか
も」といい、Ｂが障壁になって是正されないまま
だった。ただ、Ａとの会話で「自宅で動画を見

予防課と査察専従員が協力して標識を設置している様子
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て資格がもらえるなら」という話があり、オンラ
イン講習について調査を始める。

防火管理者新規講習のオンライン講習を独自
で行っている消防本部や民間業者へ話を聞きに
いったが、費用対効果などの点から断念した。
月日が経つ中、日本防火防災協会が完全オンラ
イン型の講習を開始したと聞き、早速Ａに電話
で案内をすると「是非受講します」という返事
があった。余談だが、Ａはネットや機械に疎く、
パソコンやスマホはおろか、クレジットカードも
持っておらず、オンライン受講のできる環境が
整っていなかったのである。そこからは、オンラ
イン型講習をスタートできる環境になるまで電
話や早朝に店に行ってアドバイスを行い、ようや
く令和７年４月のオンライン型講習に申し込む
ことができた。
◯是正とその後

令和７年５月２日、「無事オンライン講習を修
了できた」と連絡があり、後日修了証の写しと防
火管理者選任届出書が送られてきて命令解除に
至り、命令してから約３年ようやく是正された。

ただ、防火管理者の未選任違反の是正は選任
させることがゴールではない。重要なのはその後
の防火管理業務をしっかり行わせること。是正
後もＡには電話で、火気管理の徹底や消火器や
自火報の使い方について指導するとともに、非
協力的だったＢにも認識を改めて、一緒に訓練
をするよう伝えている。

最後に
査察専従員制度を発足してから、是正のス

ピードは大幅に上がり、職員の意識の変化をも
たらすことができたが、全国的に見ても重大違
反の件数はまだまだ多い。これから非協力的な
関係者や複雑な建物の是正を進めていくうえで、
消防だけの力では困難な場合もあるが、本事例
のように公的機関との協力・連携が大きな武器
になる。昨年から愛媛県建築士会今治支部や今
治地区消防設備保守協会とも連携しており、違
反是正に向けての輪を広げている。１日でも早
く、違反の多い街から脱却し、安心・安全な街
になるように日々予防行政を推進していきたい。

しまなみ海道
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具の脚部や取っ手などのある部分にこの器具の本器
のフックを取り付けて使用するというお粗末な代物
で、到底避難器具として使えるものではありません
でした。

しかし、マスメディアの力というのは恐ろしく、
当時の番組は視聴率も高かったのでしょう、「緩降
機は怖い」というイメージがついてしまいました。こ
んなお粗末な代物を緩降機と同列に並べるのは明ら
かな間違いであるにもかかわらず、緩降機のメーカー
には問い合わせが殺到したそうです。とんだとばっ
ちりです。名称も緩降機ではないにもかかわらず、
現在でも同列に語られてしまうことには、もどかし
い思いがあります。

緩降機は装着してロープを握って外部に出て、
握ったロープを離すことで、降下することができる
わけですが、ちょっと変わった降下機器でロープを
握ったまま降下するという、緩降機とまるで逆のタ
イプの製品がありました。これは、取付金具もしっ
かりしていて、製品の構成もよかったのですが、降
下中に手を離すと停止しまた握ると降下するとい
う、人間の心理とは逆の動きをすることが災いした
のか普及には至りませんでした。

前述の２機種は、緩降機の規格からは外れており、
現在設置されている緩降機は検定対象品となってい
ます。取付金具もメーカーが設計し消防設備士が
責任を持って設置しているので、安心して使用する
ことができます。

緩降機の規格はまず「緩降機の技術上の規格を定
める省令」（昭和40年１月12日自治省令第４号）が
公布され、最終の改正は平成12年９月14日自治省
令第44号にて行われました。このうち、平成12年の
省庁再編による改正を除くと、段階を追って安全性
が追求されているのがよくわかります。実際に身体
に装着するベルト部分に絞ってみると次表のように
なります。

三田村二郎と申します。今回は緩降機について
お話しいたします。

緩降機は、火災発生時に10階層までの建物から
安全に避難するために開発された器具です。一般
的には、窓やベランダに設置された専用の取付金具
に調速器と呼ばれる器具を固定し、器具に組み込
まれたつるべ式のロープの先端にあるベルトを使用
者が装着して降下する仕組みです。調速器内部に
は摩擦やブレーキ機構が組み込まれており、使用者
の体重にかかわらず一定の速度でゆっくりと下降で
きるように設計されています（若い人はつるべって
わからないかも（笑）　朝顔に釣

つ る べ

瓶とられてもらひ水
（加

か が の ち よ じ ょ

賀千代女））。
緩降機の機能は「自動で安全な降下を実現する」

という一点に尽きます。緩降機は装着して体を預
けるだけで降下速度を均一に保ち、地上に着くま
で滑らかに導いてくれます。急激に加速したり、途
中で止まったりすることがないため、落下の恐怖を
最小限に抑えられるのです（外部に出る恐怖はある
でしょうね）。その機能を実現させるために、緩降
機の技術上の規格を定める省令（平成６年１月17
日自治省令第２号）により、規格が定められていま
す。しかしこれは緩降機本器に定められた規格であ
り、使用するためには、前述の通り取付金具に固定
する必要があるわけです。一定の年齢より上であれ
ば某テレビ局のアナウンサーが、生放送中に器具を
使用しての体験レポート中に墜落してしまったこと
を記憶にとどめている方もいるでしょう。この器具
はNASAが開発した新素材のテープ（厚さ0.5㎝幅
2.5㎝）を、円盤状に機器内に巻き込み、滑車に通さ
れたこのテープ自体で降下のスピードを調整すると
いうもので、携帯用簡易降下機器と呼ばれていまし
た。新素材を使うというアイデアはとてもよいので
すが、考えが及ばなかったのか軽視したのか、固定
用の金具を使用するものではありませんでした。家

怖くなんか
ないんだよ、緩降機
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発生しています。何故なのか？　ひとえに油断と理
解不足からきています。点検者は正しい方法を理解
し、訓練に立ち会う際は理解度の高い人が立ち会い
指導することで事故は未然に回避できます。イラス
トで注意事項をまとめておきます。

緩降機の事故はすべて使用方法の誤りによるもの
で、器具に起因した事故は起きていません。初見で
は若干取扱いがややこしいのは否めませんが、正し
く操作すれば事故は起こり得ない器具なのです。

この続きはまた次回。

改正を重ねるごとに安全性を重視しているのがわ
かります。初期のベルトは着用してから調整環と言
われる環を自分で引き寄せて着用していましたが、
不完全な状態で降下する方が多く、それによる事故
は防げませんでした。平成６年の改正ではその点が
重視され、ベルトは着用具という言葉に置き換えら
れ、「着用した場合に使用者から外れず、かつ、緩ま
ないものであること。」と明文化されたことにより、
包括的な部材として定義づけられました。これで落
下事故はなくなるかと思いきや、依然として事故は

緩降機ベルト規定の変遷 緩降機使用上の注意事項

省令 改正内容・ポイント

自治省令第４号
（昭和40年１月12日）

・�幅５㎝以上、厚さ0.3㎝以上、長さ
160㎝

・�胸囲に応じた調整環を備える
・�降下時に支障を与えない
・�金具やリベットは使用者を損傷し
ない

【ポイント】
寸法と最低限の安全性を定めた最
初の基準

自治省令第31号
（昭和48年11月１日）

・�長さを「160〜180㎝」に拡大（体
格差対応）

・�降下時の支障なしを再確認
・�胸囲に合わせた調整環を維持
・�緊結金具に「離脱しない方法で
連結」を追加

【ポイント】
長さの柔軟化と連結の確実化、安
全性強化

自治省令第２号
（平成６年１月17日）

・�昭和48年改正を継承
・�「着用具」としての定義を明文化
・�引張荷重による強度試験を導入
【ポイント】
寸法基準から性能基準へ移行、安
全確保を制度化

自治省令第28号
（平成９年４月24日）

・国際単位系に準拠：「重量㎏」→
「質量㎏」「N（ニュートン）」へ
・�着用具規定を細分化：「容易に着
用でき確実に保持」「容易に取り
外せる」を追加

・�ベルト規定を整理し「着用具」の
一部として再編

・�リールの明文化
【ポイント】
国際基準に合わせ、操作性・実用性
を重視した現代的改正

ロープを握る際は片手でも両手でも問題なし。
（両手で握る場合は、必す同時に両手を離す。）

降下体勢を整えるために窓枠などに掴まる。
（降下体勢が整うまで、長い方のロープを引っ張って
いてもらうのも有効。）

窓台やパラペットに腰掛けて着用状態を確認。
（腰掛けることができない場合は、外部に出る前に、
よりしっかりと着用状態を確認。）
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福岡県 柳川市消防本部 

「防火の輪を広げる」柳川市幼年消防大会を開催
消防職員による仕事紹介、火災映
像や○×クイズによる防火啓発を
重視した映像観覧型の内容として
実施されました。大会の終盤では、
子供たちが防火の誓いを元気いっ
ぱいに行い、火遊びをしないことを
約束してくれました。

今後、「防火の輪」が地域全体へ
大きく広がっていくことを期待して
います。

９月３日㈬、柳川市幼少年婦人
防火委員会と一般財団法人日本防
火・防災協会が共催し、「第36回
柳川市幼年消防大会」が開催され
ました。この大会は、消防職員と
幼年消防クラブ員が交流を図り、
幼年期から防火思想を醸成してい
くことを目的としています。

市内の幼年消防クラブ21クラ
ブ、来賓を含め約500人が参加し、

長野県 松本広域消防局

右見て」を園児に伝えました。また、
救急車の洗車体験や、防火服を着
てのはしご車バスケット搭乗体験
も行いました。晴天にも恵まれ、元
気な園児たちと楽しく救急につい
て学ぶ貴重な１日となりました。

今後も地域と連携し、「防げる事
故」を減らすための啓発活動に努め
てまいります。

松本広域消防局では、９月９日
㈫、丸の内消防署において、幼稚園
児を対象とした救急の日イベント
を開催しました。

このイベントは、予防救急の普
及・啓発を目的に実施しました。
当日は、消防職員が「救急の日」や
寄贈救急車「みさお号」について紹
介した後、ふたつの「大切なおまじ
ない」として、①救急車を呼ぶ際の
番号「119」、②交通事故を防ぐた
めの「手を挙げて、右見て、左見て、

園児と学ぶ「救急の日」! みさお号と楽しく体験学習

滋賀県 湖南広域消防局 

令和７年度警防技術指導会を実施
湖南広域消防局では、９月16

日㈫から18日㈭までの３日間、一
般建物火災における初動活動の強
化と連携能力の向上を目的に警防
技術指導会を実施しました。

今回は、火災の初期における延
焼阻止や要救助者の救出技術、隊
員の安全に配慮した屋内進入活動
を実施しました。日々の訓練成果
を発揮する一方、課題となる内容
も明確になり、今後の更なる部隊
強化に繋げていきます。

また、本年度は訓練後の隊員を
冷却、休息させるエイドステーショ
ンを開設し、熱中症対策を図りま
した。

https://youtube.com/
shorts/ELlim9k_iP0

mailto:henshu%40fesc.or.jp?subject=
https://youtube.com/shorts/ELlim9k_iP0
https://youtube.com/shorts/ELlim9k_iP0
https://youtube.com/shorts/ELlim9k_iP0


芦森工業製消防用／消火栓用ホース自主回収のお願い

【ホース回収窓口】0120-244-557
https://www.ashimori.co.jp/

（フリーダイヤル）
受付時間（土日祝除く）：午前9時～午後5時

呼称 自主回収対象型式番号 自主回収対象製造年
使用圧：1.6

65

コ第7~13号 2002~2008
コ第11~11号 2002~2005
コ第14~10号 2005~2008
コ第14~10~1号 2003~2008
コ第15~1号 2005~2008
コ第15~4~1号 2003~2008
コ第58~11~5号 2002~2007
コ第15~4号 2004~2008

65/50 コ第11~16号 2002~2006

50

コ第1~10号 2003~2008
コ第1~10~1号 2007、2008
コ第11~12号 2002~2008
コ第15~3号 2003~2008

40
コ第3~4号 2007、2008
コ第3~4~1号 2007、2008
コ第11~13号 2002~2008

使用圧：1.3

65

コ第2~2~1号 2002、2003
コ第2~2~3号 2002、2004
コ第10~8~1号 2002、2003
コ第10~8~2号 2003

当社は消防用╱消火栓用ホースの一部に消防法令上の規格に適合しない製品の自主的回収を行っています。
下記該当製品を発見された場合は「回収窓口」にご連絡をお願い申し上げます。

呼称 自主回収対象型式番号 自主回収対象製造年

65

コ第11~18号 2002~2005、2007
コ第14~11号 2002~2008
コ第14~11~2号 2008
コ第14~21号 2003~2008
コ第14~21~1号 2003~2008
コ第15~6号 2004~2008
コ第15~6~1号 2003~2008
コ第15~28号 2003~2008
コ第18~47号 2007、2008
コ第58~14~1号 2007、2008

65/50 コ第11~14号 2002~2008

50

コ第1~8号 2003~2008
コ第1~8~1号 2004~2008
コ第2~9号 2002~2008
コ第2~9~1号 2002~2008
コ第8~12号 2002~2007
コ第15~16号 2003~2008
コ第15~16~1号 2003、2006~2008
コ第60~4~1号 2002~2007
コ第60~4~3号 2002~2005、2008
コ第60~4~4号 2002~2008

呼称 自主回収対象型式番号 自主回収対象製造年

40

コ第3~3号 2002~2008
コ第3~3~1号 2007、2008
コ第4~13号 2002~2008
コ第4~13~1号 2002~2008
コ第15~7~1号 2003
コ第53~6号 2002~2008
コ第53~7号 2002~2008

使用圧：0.9

65
コ第53~32号 2004、2008
コ第53~32~1号 1999~2007
コ第61~13号 2002、2004~2008

65/50 コ第12~7号 2000、2001、
2003~2008

50 コ第12~3号 2000、2001、
2003~2008

使用圧：0.7

40

コ第4~14号 2007、2008
コ第7~28号 2003、2004
コ第10~4号 2000、2001
コ第15~27号 2004~2006
コ第15~42号 2005、2008

https://www.ashimori.co.jp/
http://www.toyosyokaki.jp/
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PFOS規制の経緯と国内対応
平成21年（2009年）５月に開催された「残留性有

機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）」
締約国会議において、「PFOS（ペルフルオロオクタン
スルホン酸）およびその塩」が製造・使用禁止物質に追
加されました。これを受け、日本では平成22年（2010
年）４月より「化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（化審法）」に基づき、PFOS含有製品が第一種
特定化学物質として規制されました。

一般社団法人日本消火器工業会の会員企業が製造し
た一部の消火器にもPFOSが含まれていたため、製造・
使用に制限が課されることとなりました。

PFOS含有消火器の回収と処理
廃棄にあたっては、技術基準の策定や処理施設の確

保など、関係機関との調整を経て、平成25年（2013
年）２月より一般からの回収処理が開始されました。
対象となった消火器は約70万本にのぼり、令和６年

（2024年）度までに70万276本の処理を完了。約12
年に及ぶ取り組みにより、ようやく終息の見通しが立ち
ました。

PFOA規制の開始と新たな対応
平成31年（2019年）４月のPOPs条約締約国会議

では、「PFOA（ペルフルオロオクタン酸）およびその塩」
ならびに「PFOA関連物質」が禁止物質に追加されま
した。これを受け、日本では令和３年政令第144号に
より、令和４年（2022年）10月22日からPFOAが第
一種特定化学物質に指定されました。

さらに令和６年（2024年）７月５日には、PFOAの
分枝異性体およびその塩、ならびにPFOA関連物質が
追加指定され、規制対象が拡大しています。

技術的留意事項の策定と処理体制の整備
令和５年（2023年）９月30日には、「PFOS及び

PFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」が
策定され、適正な分解処理を確保するための指針が示
されました。PFOA関連物質については、今後の知見

の蓄積に応じて対応が検討される予定です。
令和６年（2024年）７月には、環境省による広域認

定の変更が認められ、同年８月より「PFOA含有消火
器用消火薬剤」および「PFOA付着消火器の洗浄液」
の焼却処理が順次開始されています。

今後のPFAS対応と業界の方針
市中に設置されているPFOA含有消火器は約88万

本と推定されており、PFOSと同様の回収処理が進め
られる見込みです。今後、さらにPFAS（ペルフルオロ
アルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物）関
連物質が規制対象に追加される可能性が高く、これら
を含有する消火器の製造は、環境負荷や処理費用の面
からも持続可能とは言えません。

消火器については排出者負担を求めず、リサイクル
シールが貼付されていればその他の費用は工業会が負
担する仕組みとなっており、莫大な費用と長期的な対
応が必要です。このため、会員各社では代替商品の開
発を進め、規制施行前に生産・販売を中止する方針を
共有しています。すでに各社がホームページ等で生産・
販売中止を宣言しており、 当工業会のホームページ
でもその旨を案内しております。

環境と安全への貢献
消火器は初期消火において人命・財産を守る重要な

製品であり、リサイクルによる環境負荷の低減、適正な
処理による不法投棄や破裂事故の防止など、持続可能
な社会づくりに貢献する存在です。

今後も、環境に配慮した消火器の開発・普及に努め、
規制に先んじた対応を通じて、より安全で持続可能な
社会の実現に寄与してまいります。

日本ドライケミカル株式会社
株式会社初田製作所
三津浜工業株式会社
モリタ宮田工業株式会社
ヤマトプロテック株式会社

PFAS等を含有する消火器・消火薬剤の
生産中止について

一般社団法人日本消火器工業会・株式会社消火器リサイクル推進センター

https://www.jfema.or.jp/pfoa
https://www.ndc-group.co.jp/images/pdf/info_20250421_3.pdf
https://hatsuta.co.jp/news/product/2025/04/14/pfas%ef%bc%88%e6%9c%89%e6%a9%9f%e3%83%95%e3%83%83%e7%b4%a0%e5%8c%96%e5%90%88%e7%89%a9%ef%bc%89%e5%90%ab%e6%9c%89%e6%b6%88%e7%81%ab%e5%99%a8%e3%83%bb%e6%b6%88%e7%81%ab%e8%96%ac%e5%89%a4%e7%94%9f
https://mitsuhama.co.jp/
https://www.moritamiyata.com/products-news/pdf/NF_annai2501.pdf
https://www.yamatoprotec.co.jp/news/n250428/
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〈第14話〉 水は大事‼

ストーリーを募集中！　宛先：月刊フェスク編集室 henshu@fesc.or.jp
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1論文のテーマ 
危険物に係る事故防止や安全対策に関するもの

2賞

3応募期間　　　　　  
令和７年10月１日㈬から令和８年１月31日㈯まで      

4表彰
危険物安全週間（令和８年６月の第２週）中に東京で

開催される、危険物安全大会にて表彰式を行います。

5応募方法（詳細は右記ページにてご確認ください。）
①�論文は、日本語で書かれた未発表のものに限ります。

ただし、限られた団体、組織内等で発表された場合
は応募可能とします。（既発表のものを一部分を使
用する場合は、その旨を本文中に明記してくださ
い。）受賞論文は、公表されますので、必要に応じて
関係者の事前の了解を取ることをお願いします。ま
た、著作権等の問題を生じないようご留意ください。

②�図表及び写真を含めＡ4(字数換算：１ページあたり
40字×40行程度)10枚以内程度、別途概要を添付
してください。

　記入例は、ホームページをご確認ください。
③�論文の概要を添付してください。
④�「論文タイトル」､「氏名（ふりがな）」､「連絡先（住所、

電話番号、E-mailアドレス）」及び、受賞論文発表時
に明記する勤務先等がある場合の「勤務先名称及び
所属」を記載した文書を添付してください。

⑤�共同での取り組みの場合は、連名の応募も可としま
すが、代表者を明記してください。

　�なお、ご応募いただいた文章は返却いたしかねます
ので、あらかじめご了承ください。

6応募先及びお問い合わせ先
危険物保安技術協会　論文事務局
〒105-0001 東京都港区虎ノ門４-３-13
ヒューリック神谷町ビル
E-mail： khk_ronbun@khk-syoubou.or.jp

https://www.khk-syoubou.or.jp/

消防庁の統計によると、令和６年中の危険物施設における事故は753件発生し、近年は高い水準で横ばいの状況が
続いています。このような状況を踏まえ安全で快適な社会づくりに向けて、危険物の製造、貯蔵、取り扱い、運搬に係
る事故防止を目的として、広く論文を募集します。

〈主催〉	 消防庁、危険物保安技術協会
〈協賛〉	� 全国消防長会、一般社団法人日本化学工業協会、石油化学工業協会、石油連盟、電気事業連合会、一般

社団法人日本鉄鋼連盟、一般社団法人日本損害保険協会、公益社団法人日本火災学会、全国石油商業
組合連合会（順不同）

消防庁・危険物保安技術協会

令和７年度
危険物事故防止対策論文募集

�危険物事故防止対策論文	
詳細情報Webページ

消防庁長官賞 賞状及び副賞20万円（２編以内）

危険物保安技術
協会理事長賞 賞状及び副賞10万円（２編以内）

奨励賞 賞状及び副賞２万円 （若干名）

・事故の拡大防止　・事故の分析
・事故防止に関わる知見の蓄積・教育方法
・危険性評価手法　・安全対策技術　・安全の科学技術
・最新技術を利用した危険物施設の事故防止対策
・少量危険物及び指定可燃物に関わる安全

⃝提言・アイデア・経験等
⃝職場等の安全対策

mailto:khk_ronbun%40khk-syoubou.or.jp?subject=
https://www.khk-syoubou.or.jp/
https://www.khk-syoubou.or.jp/guide/paper.html
https://www.khk-syoubou.or.jp/guide/paper.html
https://www.khk-syoubou.or.jp/guide/paper.html
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50　「月刊フェスク」’25.11

光警報装置のピクトグラム標識
一般社団法人日本消防標識工業会

【推奨品】
（合格証付）

光警報装置のピクトグラム標識（図記号）

https://www.nissyohyo.com/
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標識の特注品例
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何ができるの？

消防設備点検資格者講習

消防設備点検資格者講習を含め、次の講習の内容、
実施予定などについては、一般財団法人日本消防設備
安全センターのホームページをご覧ください。

https://www.fesc.or.jp/

誰が受けられるの？

今月の資格講習紹介コーナー

　消防設備点検資格者は、消防法に定める消防設備点検報告制度における点検実施
者として、一定の防火対象物に設置が義務付けられている消防用設備等について、
適正な維持管理がなされているかどうかを点検することができます。この点検は、６カ月
ごとに行う機器点検と、１年ごとに行う総合点検とに分けて実施します。消防設備点検
資格者は消防用設備等の種類により、第1種、第2種及び特種に区分されています。

　甲種又は乙種消防設備士、第1種又は第2種電気工事士、
消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備につい
て５年（短縮できる条件あり）以上の実務の経験を有する方、消
防行政に係る事務のうち消防用設備等に係る事務に関し1年
以上の実務経験を有する方など一定の受講資格が必要です。
※詳しくは、ホームページの｢講習の手引」をご覧ください。
　（講習 ▼各種申請書 ▼講習の手引）

消防設備点検資格者講習	 防火対象物点検資格者講習	 防災管理点検資格者講習

自衛消防業務講習	 可搬消防ポンプ等整備資格者講習	 各種講習実施予定
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